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長

州

藩

編

纂

事

業

史

（
其
の
三
）

広

田

暢

久

五

寺
社
証
文
の
編
纂

永
田
瀬
兵
衛
が

「
閥
閲
録
」
の
編
纂
と
並
行
し
て
編
纂
し
た
も
の
に
、
「寺
社
証
文
」
が
あ
る
。
こ
の
「
寺
社
証
文
」
の
編
纂
は
、
「閥

閲
録
」
の
編
纂
を
藩
主
毛
利
吉
元
か
ら
命
ぜ
ら
れ
る
一
年
前
に
下
さ
れ
た
。

（
其
の
二

御
国
中
寺
社
縁
起
井
開
基
、
尤
御
証
文
等
写
差
出
せ
、

一
社
一
寺
切
ニ
類
寄
せ
被
仰
付
候
、
当
御
留
守
中
ニ

写
相
集
、
来
年
御
帰
国

之
上
、
本
書
銘
々
持
参
引
合
候
己
後
、

御
記
録
可
被
仰
付
と
の
御
事

右
之
通
其
方
え
被
仰
付
候
問
、
可
遂
其
節
候
事
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藩
編
纂
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業
史
（
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の
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）
（
広
田
）
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右
永
田
瀬
兵
衛
へ
被
仰
渡

（
其
の
二
）

..u-4 

見

一
、
寺
社
之
縁
起

寺
家
ハ
本
寺
末
寺
ニ
至
迄

但
、
縁
起
無
之
申
伝
有
之
寺
社
ハ
、
其
由
緒
住
職
代
々
之
道
号
法
名
、
神
主
代
々
之
称
号
実
名

一
、
御
家
之
御
証
文
井
古
来
之
証
文
旧
記
等

一
、
棟
札
・
鐘
銘
等
之
類
近
年
之
製
作
御
用
ニ
無
之

一
、
什
宝

右
之
通
御
両
国
大
小
之
寺
社
よ
り
写
可
差
出
之
由
可
有
沙
汰
候
、
追
て
本
書
と
校
合
被
仰
付
候
条
、
柳
無
相
違
様
ニ
写
可
被
申
付
候
、

写
出
来
次
第
、
永
田
瀬
兵
衛
方
え
可
被
相
渡
候
事

①
 

但
、
右
御
用
永
田
瀬
兵
衛
へ
被
仰
付
候
条
、
猶
又
追
々
瀬
兵
衛
よ
り
好
書
之
趣
も
可
有
之
候
条
、
依
其
品
可
有
沙
汰
候
事

右
の
両
通
の
史
料
は
、
藩
主
の
口
頭
指
示
を
書
き
と
め
た
「
御
意
控
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
史
料
に
み
ら
れ
る
年

月
日
と
宛
先
の
記
載
が
み
あ
た
ら
な
い
が
、
享
保
四
年
ご
七
一
九
）
三
月
の
と
こ
ろ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
点
に
発
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宛
先
は
寺
社
奉
行
宛
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
し
、
（
其
の
こ
で
寸
寺
社
証
文
」
編
纂
の
基
本
方
針
と
示
し
、

（
其
の
二
）

で
収
録
内
容
の
具
体
案
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

山
国
中
の
寺
社
か
ら
縁
起
・
開
基
・
証
文
（
什
書
）
な
ど
を
提
出
さ
せ
、

そ
れ
を
一
寺
社
ご
と
に
ま
と
め
よ
。

山
右
の
こ
と
は
今
年
（
享
保
四
年
）
に
行
い
、
明
年
は
こ
の
写
本
と
原
本
を
対
校
し
て
記
録
（
文
書
集
）
を
作
成
せ
よ
。



川
寺
社
の
縁
起
は
本
寺
社
だ
け
で
な
く
、
末
寺
末
社
に
至
る
ま
で
書
き
上
げ
、
縁
起
が
な
い
寺
社
は
そ
れ
に
か
わ
る
由
緒
を
書
か
せ
、

寺
院
は
歴
代
の
住
職
名
・
道
号
・
法
名
、
神
主
は
歴
代
の
称
号
・
実
名
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

刷
毛
利
家
か
ら
発
給
し
た
文
書
だ
け
で
な
く
、
古
来
か
ら
相
伝
し
た
文
書
・
旧
記
も
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

川
棟
札
や
鐘
銘
の
写
本
、
什
｛衣
類
も
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。
但
し
近
年
の
作
製
物
は
書
き
上
げ
な
く
て

よ
山
間
写
本
と
原
本
の
校
合
は
永
田
瀬
兵
衛
に
命
じ
た
の
で
、
瀬
兵
衛
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
願
い
出
が
あ
っ
た
時
は
そ
の
と
お
り
に
取
り
計

v

っ
こ
ル」。

こ
の
よ
う
な
藩
主
毛
利
吉
元
の
口
頭
指
示
に
よ
り
、
寺
社
の
記
録
の
編
纂
事
業
は
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
翌
享
保
五

年

二

七

二

O
）
に
発
せ
ら
れ
た

「
閥
閲
録
」

の
編
纂
事
業
と
こ
の
事
業
は
重
複
す
る
こ
と
か
ら
、
享
保
五
年
に
完
成
す
る
こ
と
は
当
初

か
ら
無
理
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
永
田
瀬
兵
衛
が
編
纂
し
た

「寺
社
記
録
」
が
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
う
な
ら
ば
、
県
庁
旧
藩
記
録

中
に
見
出
だ
さ
れ
る
「
寺
社
証
文
」
が
こ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。
「寺
社
証
文
」
は
製
本
・
装
帳
共
に

「閥
閲
録
」
そ
っ
く
り
で
あ
り
、

全
三
O
冊
に
五
六
寺
社
分
が
収
録
さ
れ
、
外
に
「
寺
社
御
証
文
目
録
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
外
見
上
異
な
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

表
紙
の
表
題
が

「閥
関
録
」

の
場
合
は

「
閥
閲
録
二
十
五
」
と
い
う
よ
う
に
表
題
と
巻
次
（
冊
数
）
が
数
字
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
「寺

社
証
文
」

の
場
合
は

「阿
弥
陀
寺
」
と
収
録
寺
社
名
が
表
紙
に
－記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
く
ら

い
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
一
編
者
に
よ
り
同
時

期
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
両
書
の
収
録
内
容
は
ず
い
分
異
な
っ
て
い
る
。

「
閥
閲
録
」
が
基
本
的
に
は
家
臣
各
家
所
持
の
文
書
と
略
系
か
ら
構
成
さ
れ
て

長
州
藩
編
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業
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四

い
る
の
に
対
し
、
「
寺
社
証
文
」
は
川
縁
起
（
由
来
・
起
源
）
、

ω歴
代
住
職
・
神
宮

名、

ω什
書
、
川
什
宝
、
同
棟
札
、
川
鐘
銘
、
川
末
寺
・
末
社
名
、
同
開
基
名
・
牌

名
・
奉
納
詩
歌
・
開
基
開
山
行
状
・
系
図
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
一

覧
表
に
し
た
の
が
表
一
で
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
、
縁
起
・
歴
代
・
什
書
は
各
寺
社

に
と
り
報
告
し
や
す
い
事
例
で
あ
っ
た
た
め
か
比
較
的
に
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
残
り
の
事
項
に
つ
い
て
の
収
載
例
は
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
本
書
が
什
書

（
文
書
）
を
収
録
す
る
こ
と
を
目
的
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

寺社証文原本

次
に
つ
寺
社
証
文
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
寺
社
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
出
さ

れ
、
地
域
的
な
分
布
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。
防
長
両
国
内
に

お
け
る
寺
社
数
は
、
後
年
編
纂
さ
れ
た
「
寺
社
由
来
」
に
よ
る
と
二
、

O
一
六
寺
社

で
あ
る
か
ら
、
本
書
記
載
寺
社
は
全
体
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
て
い
な
い
。
確

②
 

か
に
記
載
寺
社
は
両
国
内
の
「
主
要
寺
社
L

に
違
い
な
い
が
、
古
寺
社
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
「
式
内
社
」
と
い
う
見
地
か
ら
み
て
も
、
防
長

両
国
の
式
内
社

一
O
社
の
う
ち
、
記
載
社
は
四
社
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、

分
布
状
況
か
ら
記
載
基
準
が
分
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
目
的
で
作
成
し

た
の
が
図
一
で
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
、
約
半
数
以
上
が
山
口
と
そ
の
近
辺
地
域
に

集
中
し
、
残
り
が
徳
山
・
防
府
・
舟
木
・
長
府
の
四
地
域
の
近
辺
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ



寺社証文収録寺社別内容一覧

縁 歴 什 イ十 棟 鐘
末寺

そ 縁 歴 什 什 棟 鐘
末寺

そ

寺社名
起

寺社名
起

の
由 末社

の
由

来由
来 代 三Eヨ主 r玉ムー・ キし 銘 他 来 代 書 玉,.,_ 本し銘 他

l深川村大寧寺。。。。。。。2小郡村妙湛寺。
2赤間関町阿弥陀寺。。。。 30山口町竜福寺 。。 。
3赤間関町亀山八幡。。 31山口町俊 竜寺。 。
4佐佐村 南原寺。。。 。32山口町 真如寺。。。 。
5舟木村瑞松庵。。。 。33仁保村源久寺。。 。
6舟木村岡崎八幡。。。 。34仁保村見性院。。
7牟礼村阿弥陀寺。。 。35仁保村正法寺。。
8俵山村能満寺。。。 36仁保村養徳院。。。
9俵山村松川八幡。。 。37山口町今 伊勢。。
10御堀村乗福寺。。。。。38山口町祇 園 。。
11萩 町春 日 。。 39山口町 高嶺山王 。。
12末益村惣社八幡。。 。40山口町能 野 。。
13棚井村恒石八幡 。 41防府町国分寺。。。。。。
14末延村末延八幡 。 42防府町天満宮。。。。
15万倉村 別府八幡 。。 43山口町 三 宮 O 。。
16岐波村 南北八幡 。 44山口町能天満宮 。 。
17棚井村東隆寺。 。45仁保村八 幡 。。
18棚井村 j争名寺 。 46大崎村ー 宮 。。
19ーノ宮村長門一宮。。 47徳山村四能宮 。
20長府町長門二宮 。 48長穂村竜文寺。。。。。。
21山口町興隆寺 。。 49富田村建咲院。。。。
22山口 町善福寺 。。 。50徳山村輿元寺。。。。
23山口町常営寺。。。 。。 51山口町 今八幡。。。。。
24山口町大退院 。。 52山口町多賀社 。。
25山口町妙寿寺。。 53山口町厳 島 。。
26山口町周慶寺 。。 54小鯖村禅昌寺。。
27山口県長寿寺。。 55小館村泰 雲寺。。。。 。
28山口町永福寺。。。 56山口町瑠璃光寺 。。。 。

, 
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史
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寺社証文記載寺社分布表

。
干干＝神社it＝寺院

図 1
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／＼ 

て
い
る
。

」
れ
で
み
る
と
、
記
載
寺
社
の
所
在
地
が
交
通
上
の
要
地
で

あ
る
と
い
う
以
外
に
は
全
体
に
共
通
し
て
、
適
用
さ
れ
る
基
準

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
記
載
寺
社
は
文
書
を
多
く

所
持
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
の
見
地
か
ら
表
一
を
み
て

み
る
と
、
文
書
の
記
載
の
な
い
寺
社
が
一

O
寺
社
も
あ
り
、
こ

れ
と
て
も
基
準
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
る
。

」
の
こ
と
か
ら
、
何
の
基
準
も
な
く
永
田
瀬
兵
衛
が
ま
っ
た

く
怒
意
的
に
五
六
寺
社
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
ど

う
し
て
も
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
現
在
の
私
に
は
判
明
し
な

い
が
何
ら
か
の
基
準
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
基
準
と

は
、
藩
士
に
一
門
・
寄
組
・
大
組
と
い
う
座
格
（
階
級
）
が
あ

る
よ
う
に
、
寺
社
に
も
藩
士
に
準
じ
た
座
格
が
あ
り
、
五
六
寺

社
は
そ
の
第

一
位
の
級
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
事
り
れ

③
 

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
私
の
研

究
の
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
推
論
の
み
に
と
ど
め
る
こ
と
に
つ

い
て
お
許
し
を
え
た
い
。



最
後
に
、

「寺
社
証
文
」
は
何
年
頃
完
成
し
、
こ
の
名
称
は
誰
が
命
名
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
諸
記
録
を
み
て
も
、
こ
の
点
は
ま
っ

た
く
八
万
ら
な
い
。
た
だ
本
書
最
末
の
寺
院
で
あ
る
山
口
瑠
璃
光
寺
の
奥
書
に
、
「
比
外
記
録
仕
、
可
差
上
儀
無
御
座
候
事
」
と
あ
り
、

「享

保
十
年
乙
己
歳
八
月
吉
日
、
瑠
璃
光
寺
月
心
判
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
み
る
限
り
、
瑠
璃
光
寺
か
ら
提
出
さ
れ
た
年
月
は
享
保
十

年
十
月
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
明
白
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
永
田
瀬
兵
衛
が
提
出
写
本
を
寺
社
原
本
と
校
合
し
、
さ
ら
に
浄
書
本
を
作
成
し

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
完
成
す
る
ま
で
に
一

カ
年
は
要
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
享
保
十
一
年
末
に

「
閥
閲
録
」
が
完
成
し
御
宝

蔵
へ
四
箱
に
分
散
し
て
収
納
さ
れ
た
時
点
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

「
閥
閲
録
」
の
命
名
者
が
毛
利
吉
元
で
あ
る
な
ら
ば
、

「寺
社
証
文
」

の
命
名
者
も
吉
元
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

「
閥
閲
録
」
は
「
差
出
原
本
」
が
そ
の
ま
ま
毛

利
家
文
庫
中
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、

「寺
社
証
文
L

は

一
冊
も

「差
出
原
本
」
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

冊
位
残
存
す
る
こ
と
が
当
然
だ
と
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
又
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

註
①
毛
利
家
文
庫
三
八
御
意
控
四
番
「
御
意
口
上
控
」
（
四

一
ー
四
）。

②
こ
の
表
現
は
山
口
県
文
書
館
発
行

「萩
藩
閥
閲
録
L

第
四
巻
所
収

付
録
寺
社
証
文
凡
例
の
こ
と
ば
。

①
正
徳
二
年
・
四
年
の
神
官
に
対
す
る
法
令
に
、

一
般
の
神
宮
は
庄

屋
支
配
、
山
口
十
社
は
御
茶
屋
支
配
と
い
う
格
差
が
あ
る
。
こ
れ
は

神
宮
免
許
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
祈
橋
・
御
目
見
に
つ
い
て
も

座
格
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、

私
の
見
解
の
生
じ
た

根
拠
で
あ
る
。
「山
口
県
史
料
」
近
世
法
利
上
五
七
九
頁
。

....1.... 

/' 

地
下
上
申
の
編
纂

こ
れ
ま
で
述
べ
た
藩
府
の
編
纂
事
業
は
、

当
時
は
臨
時
的
な
役
座
で
あ
っ
て
も
、
宝
暦
十
三
年
二
七
六
三
）
か
ら
は
当
役
方
に
属
す

正
式
な
役
座
、
即
ち

「密
用
方
」
と
し
て
公
認
さ
れ
る
公
組
織
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
章
以
下

で
述
べ
よ
う
と
す
る
事
業
は
、
密
用
方
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
当
職
方
に
属
す
る

「絵
図
方
」

で
の
事
業
で
あ
る
。

長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
一
二
）
（
広
田
）

七



長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
三）

（
広
田
）

)¥ 

「絵
図
方
」
は
藩
政
当
初
か
ら
設
置
さ
れ
た
役
座
の
一
つ
で
あ
り
、
屋
敷
図
や
絵
図
を
調
製
す
る
役
で
あ
っ
た
。
こ
の
役
の
者
の
多
く

①
 

が
「
高
札
方
」
を
兼
務
し
、
頭
人
は
大
組
士
七

O
石
以
下
の
者
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
役
座
は
藩

府
の
編
纂
事
業
と
は
、
も
と
も
と
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
役
座
が
、
嫌
応
な
く
藩
府
の
編
纂
事
業
に
乗
り
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
件
が
、
次
々
と
正
徳
か
ら
享
保
期
初
期
ご
七

一一

i
一
七
二
ハ
）
に
か
け
起
き
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
と
い

②
 

う
の
は

「諸
郡
に
て
前
々
論
地
出
来
L

と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
八
万
り
や
す
く
い
え
ば
、
藩
界
・
郡
界
・
村
界
な
ど
に
関
す
る
境
界
争
論
事

件
の
頻
発
で
あ
る
。

①
 

こ
れ
ら
の
事
件
の
中
で
代
表
的
な
も
の
を
二
件
あ
げ
れ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
の
も
の
は
「
万
役
山
事
件
」
で
あ
る
。
正
徳
五
年
（
一
七

の
夏
、
本
藩
領
都
濃
宰
判
久
米
村
の
百
姓
が
村
界
の
小
松
一
本
を
切
り
取
っ
た
こ
と
を
、
徳
山
藩
の
山
廻
が
見
色
め
た
こ
と
が
発

＠
 

端
と
な
り
、
徳
山
藩
が
改
易
さ
れ
る
と
い
う
大
事
件
に
発
展
す
る
。
第
二
の
事
件
と
し
て
は

っ間
地
争
論
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
正
徳
年
間

一五）

船
木
宰
判
車
地
村
の
東
南
の
山
地
に
、
小
郡
宰
判
井
関
村
の
百
姓
が
開
作
し
た
こ
と
が
発
端
と
な
り
、
村
対
村
の
争
論
か
ら
宰
判
対
宰
判

⑤
 

の
争
論
と
な
っ
て
、
最
後
は
新
宰
判
の
誕
生
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
件
が
続
発
す
る
原
因
は
、
行
政
区
の
境
界
が
判
然
と
し
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
行
政
上
の
問
題
が
あ
り
、

さ
ら
に
境
界
地
に
多
く
存
在
す
る
草
木
の
需
用
が
、
飼
料
・
肥
料
・
用
材
と
し
て
高
ま
っ
て
き
た
と

い
う
社
会
的
な
背
景
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
藩
府
と
し
て
は
、
「
行
政
区
画
の
基
礎
と
な
る
村
と
村
と
の
境
界
を
確
定
す
る
」
と
い
う
大
事

業
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
大
事
業
の
実
施
に
際
し
、
担
当
役
座
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
が
「
絵
図
方
」
で
あ
る
。

「絵
図
方
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
業
務

に
加
え
、
村
ご
と
の

「明
細
絵
図
」
の
作
製
と
い
う
新
た
な
業
務
を
受
け
持
ち
、
新
事
業
を
担
当
す
る
者
を

「明
細
絵
図
方
」
と
称
し
た
。

こ
の
新
係
の
用
務
は
、
村
ご
と
の
境
界
線
の
明
示
さ
れ
た

「村
絵
図
」
を
作
成
し
、
村
落
中
の

「山
林
・
耕
地
・
荒
地
・
宅
地
・
集
落
・



公
共
物
・
寺
社
・
名
勝
・
字
名
・
道
路
・
河
沼
」
な
ど
を
記
入
し
た
両
国
全
部
の

「村
明
細
図
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

新
係
の
担
当
者
と
し
て
、
井
上
武
兵
衛
親
明
が
任
命
さ
れ
、

の
ち
に
有
馬
武
春
（
喜
惣
太
と
号
す
）
が
そ
の
配
下
に
加
え
ら
れ
た
。

井
上
武
兵
衛
の
家
は
も
と
も
と
福
島
正
則
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
主
家
が
没
落
し
た
の
で
浪
人
者
と
な
っ
た
。
父
重
親
は
藩
主
毛
利
吉

元
に
仕
え
、
晩
年
は
大
組
に
加
え
ら
れ
た
。
井
上
武
兵
衛
は
藩
主
毛
利
吉
就
の
弟
元
重
に
仕
え
た
が
、
元
重
の
死
後
書
院
役
と
な
り
さ
ら

に
蔵
元
検
使
役
に
代
っ
た
。
享

保

五

年

ご

七
二
O
）
絵
図
方
頭
人
平
田
仁
左
衛
門
の
要
請
に
よ
り

「明
細
絵
図
方
L

の
発
足
の
た
め
、

⑥
 

そ
の
責
任
者
と
な
っ
た
。
有
馬
喜
惣
太
の
家
は
も
と
も
と
宍
戸
家
の
家
来
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
福
原
家
の
家
来
と
な
っ
た
。
有
馬
喜
惣
太

は
次
男
で
あ
っ
た
の
で
、
主
家
福
原
家
の
許
し
を
得
て
絵
師
雲
谷
等
達
の
弟
子
と
な
っ
た
。

「明
細
絵
図
方
」
解
散
後
の
宝
暦
十
二
年
二

七
六
二
）
に
、
次
の
よ
う
な
奉
書
が
藩
主
か
ら
下
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

「明
細
絵
図
方
」
の
業
務
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
書
き
上

⑦
 

げ
て
み
る
。

有
馬
喜
惣
太

右
享
保
七
年
己
来
御
雇
ニ
て
初
百
仕
、
絵
図
方
被
付
置
、
彼
是
御
用
数
拾
年
遂
其
節
候
、
然
は
諸
郡
ニ
て
前
々
論
地
出
来
、
御
厄
害

有
之
候
得
共
、
役
人
を
追
々
入
替
被
仰
付
、
根
知
之
者
無
之
、
喜
惣
太
儀
数
年
心
懸
宜
、
御
国
中
地
理
功
者
之
儀
、
右
勤
功
も
有
之

儀
ニ
付
、
格
別
之
御
沙
汰
を
以
、
米
拾
五
俵
被
遣
之
御
家
人
被
召
出
、
寺
社
組
之
被
召
加
候
条
、
己
来
郡
方
定
居
ニ
し
て
、
御
国
中

御
蔵
入
給
領
其
外
物
境
諸
御
控
物
見
合
、
土
地
ニ
よ
っ
て
絵
図
等
を
も
調
置
、
明
白
に
相
分
り
候
様
ニ
仕
、
代
々
其
業
無
怠
転
可
相

勤
候
事宝

暦
拾
弐
年
午
ノ
九
月
廿
九
日

右
の
文
書
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
一
二
）
（
広
田
）

九



長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
三
）
（
広
田
）

。

川
有
馬
喜
惣
太
は
享
保
七
年
二
七
二
二
）
に
臨
時
雇
と
し
て
「
絵
図
方
」
に
採
用
と
な
り
、
そ
の
後
数
十
年
も
そ
こ
で
勤
務
を
し
た
。

山
そ
の
理
由
は
諸
郡
に
お
い
て
境
界
争
論
が
多
発
し
た
た
め
で
、
行
政
府
の
苦
労
も
大
変
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
行
政
府
の
役
人
は
役

替
え
が
あ
り
紛
争
の
真
因
を
知
る
者
は
少
か
っ
た
。

川
し
か
し
、
喜
惣
太
は
そ
の
間
真
面
目
に
用
務
に
取
り
組
ん
だ
の
で

「地
理
功
者
」
（
地
理
に
明
る
い
者
）
と
な
り
、

そ
の
功
績
は
誰

も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

凶
そ
こ
で
特
別
の
賞
与
と
し
て
年
間
米

一
五
俵
を
支
給
し
て
御
家
人
と
し
、
寺
社
組
の
一
員
に
加
え
る
。

同
今
後
は
郡
奉
行
の
配
下
と
し
て
従
前
通
り
両
国
中
の
蔵
入
地
・
給
領
地
な
ど
の
境
界
を
調
査
研
究
し
、
明
細
絵
図
を
作
成
し
て
境
界

を
明
白
に
す
る
よ
う
努
力
せ
よ
。
ま
た
子
孫
に
そ
の
業
務
を
継
承
さ
せ
、
代
々
こ
の
業
務
で
粗
漏
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。

右
の
よ
う
に
、
享
保
七
年
か
ら
有
馬
喜
惣
太
と
い
う
絵
師
と
し
て
の
心
得
の
あ
る
地
図
師
が
、
井
上
武
兵
衛
の
配
下
に
加
わ
る
こ
と
と

な
り
、
両
者
の
コ
ン
ビ
に
よ
る
両
国
内
の
村
ご
と
の

「明
細
絵
図
」
作
成
と
い
う
大
事
業
が
発
足
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

事
業
は
両
名
だ
け
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
両
者
を
中
心
に
郡
奉
行
配
下
の
多
く
の
補
助
員
や
勘
場
役
人
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
は

推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
右
の
大
事
業
の
結
果
と
し
て
、
現
在
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
業
績
が

「地
下
上
申
」

⑨
 

三
点
で
あ
る
。
こ
の
事
業
の
経
過
に
つ
い
て
、
書
き
残
さ
れ
た
も
の
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

「地
下
上
申
L

と

「地
下
上
申

③
 

一、

O
五
八
点
と
地
下
上
申
絵
図

絵
図
」
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
以
外
に
て
だ
て
は
な
い
。
そ
こ
で
、

そ
れ
ら
の
現
存
状
況
か
ら
み
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
地
下
上
申
絵
図
L

と

一
口
に
い
っ
て
も
、
現
在
四
種
の
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
付
地
下
図
、
口
明
細
図
（
清
図
）
、
白
明
細

副
図
、
四
写
図
で
あ
る
。
ハ
門
の
地
下
図
は
藩
府
の

「明
細
絵
図
方
」
の
指
示
に
基
き
、
在
地
の
村
役
人
の
手
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
考
え



長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
三
）
（
広
田
）

伊保田村地下図大島宰判

伊保田村明細図大島宰判



長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
一二
）
（
広
田
）

ら
れ
例。

こ
の
絵
図
は
高
山
か
ら
村
を
見
お
ろ
す
形
態
（
鳥
撒
図
）
で
え
が
か
れ
、
田
畠
・
山
林
・
道
路
・
河
川
・
人
家
・
寺
社
・
地
名

り
不
統

（同

一
縮
尺
で
は
な
い

で
あ
る。

な
ど
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
村
内
の
田
畠
は
薄
い
彩
色
で
区
別
が
あ
る
（
村
に
よ
っ
て
は
彩
色
な
し
）
も
の
の
、
村
の
大
き
さ
は
村
に
よ

右
の
よ
う
な
地
下
図
に
対
し
、
「
明
細
図
L

は
ま
こ
と
に
す
っ
き
り
し
た
同

一
手
法
で
え
が
か
れ
て
い
る
。
絵
図
の
四
隅
に
は
東
西
南

北
が
記
入
さ
れ
、
山
は
薄
墨
色
で
尾
根
は
白
い
線
で
示
し
、
山
頂
は
ム
印
が
あ
っ
て
山
名
の
記
入
が
あ
る
。
田
畠
は
黄
色
、
屋
敷
地
・
荒

地下上申絵図種類別一覧

エ1地下図 明細図 副図 写図 計

大島 37 29 20 24 110 

奥山代 16 17 15 48 

前山代 22 24 23 70 

上 関 20 20 40 

熊毛 28 34 23 85 

都 j農 10 12 10 10 42 

三田尻 9 1 7 7 24 

徳地 25 25 25 75 

山 口 26 19 2 16 63 

小郡 8 6 14 

舟木 22 24 11 23 80 

吉田 16 16 14 15 61 

美祢 11 10 7 10 38 

先大津 11 10 10 8 39 

前大津 14 13 9 14 50 

当 島 15 14 26 8 63 

浜崎 5 6 3 6 20 

奥阿武 21 22 19 21 83 

岩 国 56 56 8 120 

徳山 29 2 18 3 52 

清 末 14 1 15 

長 府 66 46 9 121 

計 481 381 166 285 1313 

表 2

地
な
ど
の
無
税
地
は
薄
緑
、
海
・
川

は
薄
青
、
道
路
・
海
路
は
朱
色
と
色

彩
は
豊
か
で
あ
る
。
人
家

・
公
共

物
・
寺
社
は
家
の
形
ち
で
示
し
、
人

家
は
黄
色
、
公
共
物
は
白
色
、
寺
社

は
朱
色
と
色
の
区
別
が
み
ら
れ
る
。

村
の
中
央
に
は
村
名
・
村
高
・
給
地

高
が
朱
枠
の
中
に
記
入
さ
れ
、
村
の

東
西
・
南
北
の
里
程
も
同
様
の
方
法

で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

「
明
細
副
図
」
は
「
明
細
図
」
の

副
図
で
あ
っ
て
「
明
細
図
」
と
ま
っ



た
く
同
様
で
あ
る
が
、
地
名
な
ど
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
「
副
図
」
は
「
明
細
図
」
が
紛
失
・
損
失
し
た
場
合
に
備
え
、

藩
府
「
明
細
絵
図
方
」

で
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「写
図
L

と
い
う
の
は
昭
和
十
二
年
に
設
立
さ
れ
た
。

山
口
県
史
編
纂
所
が
、
「明

細
図
」

の
責
重
さ
に
注
目
し
て
、

そ
の
「
写
し
L

を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

の
こ
と
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
「
地
下
上
申
」
と
い
う
名
称
は
、
こ
の
史
料
群
が
明
治
十
年
代
内
務
省
修
史
局
の
指

。

令
に
よ
る
皇
国
地
誌
編
修
に
関
連
し
、
原
本
を
清
書
し
て
九
六
冊
に
編
冊
し
、
総
合
標
題
を
「
地
下
上
申
」
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か

次
に
「
地
下
上
申
」

し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
た
め
、
多
く
の
誤
解
を
生
ず
る
基
礎
と
な
っ
た
。
誤
解
中
の
最
大
の
も
の
は
、
い
う
と
こ
ろ

⑫
 

の
中
心
事
業
で
あ
り
、
「
村
絵
図
が
付
属
す
る
L

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考

の

「
地
下
上
申
」
が
井
上
武
兵
衛
「
明
細
絵
図
方
」

え
方
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に

「
明
細
絵
図
」
を
作
成
す
る
た
め
に
、
「
地
下
上
申
」
は
村
方
か
ら
提
出
さ

⑬
 

い
う
な
ら
ば
「
明
細
絵
図
土
代
」
（
基
礎
と
な
る
も
の
）
と
称
す
べ
き
も
の

せ
た
基
礎
資
料
・
参
考
資
料
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
、
大
島
宰
判
の
表
題
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

大
島
郡
伊
保
田
村
明
細
絵
図
添
書

右
の
表
題
を
素
直
に
読
め
ば
、
大
島
郡
伊
保
田
村
の
明
細
絵
図
の
添
書
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
る
。
こ
こ
で
の
「
明
細
絵
図
」
と
は
、

絵
図
の
説
明
で
述
べ
た

「
地
下
図
」
と
「
明
細
絵
図
」

の
後
者
で
は
な
く
、
前
者
の
意
味
で
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
後
者
は
作
成
さ
れ
て
お

ら
ず
、
前
者
を

「
明
細
図
」
と
考
え
て
お
り
、

そ
の
添
書
と
し
て
添
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
を
い
ま
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
徳
地
宰
判
堀
村
は
現
在
三
冊
の
「
地
下
上

⑬
 

申
」
原
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。
三
冊
目
は
二
冊
目
の
完
全
な
写
本
で
あ
る
た
め
、
内
容
の
異
な
る
も
の
は
二
冊
で
あ
り
、
そ
の
表
題
は
次

さ
て
、
名
称
の
こ
と
は
右
の
指
摘
に
と
ど
め
、

の
通
り
で
あ
る
。

長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
三
）
（
広
田
）



長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
三
）
（
広
田

四

ご
冊
目
）

享
保
十
四
酉
年

元
文
二
巳
年

寛
延
元
戊
辰
八
月

佐
渡
郡
堀
村
石
高
境
白
書

（
二
冊
目
）

徳
地
堀
村
由
緒
書
石
高
付
共

圧
屋

山
田
庄
右
衛
門

右
の
表
題
か
ら
一
冊
目
は
内
容
が
境
白
書
で
あ
り
、
二
冊
目
は
由
緒
書
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
り
、
両
書
共
に
そ
の
中
に
石
高
付
け
が

み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
右
の
三
つ
の
年
号
で
あ
る
。

一
冊
目
は
二
つ
の
年
号
の
境
白
書
が
合
冊
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
二
冊

目
が
寛
延
元
年
の
由
緒
書
で
あ
る
。
右
両
書
の
奥
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ご
冊
目
の
ご

右
今
度
就
御
尋
御
安
書
を
以
被
仰
渡
、
尤
境
め
書
之
通
地
下
詮
儀
仕
、
隣
村
申
談
少
も
出
入
之
所
無
御
座
候
ニ
付
、
奥
書
仕
差
上
申

所
如
件

字
保
拾
四
酉
十
月
十
六
日

庄
屋
山
田
又
左
衛
門

ED 

（
以
下
略
）

ご
冊
目
の
二
）

右
佐
渡
郡
徳
地
堀
村
明
細
絵
図
被
仰
付
、
圧
屋
畔
頭
地
下
功
者
之
老
人
立
会
絵
図
相
調
、
隣
村
と
の
境
目
弄
無
相
違
様
ニ
讃
談
仕
書

調
も
御
座
候
ハ
、
、
比
辻
を
以
沙
汰
被
遊
可
被
遣
候
、
為
其
覚
書
判
形
仕
差
上
申
候
、
以
上

元
文
弐
巳
七
月

圧
屋
山
田
正
右
衛
門

ED 

（
以
下
略
）

（
二
冊
目
）

右
堀
村
惣
高
付
立
・
小
村
由
緒
・
寺
社
付
立
共
ニ
前
者
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上



寛
延
元
戊
辰
八
月
八
日

庄
屋
山
田
庄
右
衛
門

印

（
以
下
略
）

以
上
の
こ
と
を
分
り
や
す
く
書
き
上
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

川
享
保
十
四
年

二
七
二
九
）
、
藩
府
か
ら

「
石
高
境
白
書」

の
雛
形
が
示
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
そ
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
隣

村
と
も
よ
く
話
し
会

っ
て
境
目
に
矛
盾
の
な
い
よ
う
に
調
整
し
、
確
認
印
を
押
し
て
お
届
け
す
る
。

間
元
文
二
年
ご
七
三
七
）
、

「
明
細
絵
図
」
の
作
成
提
出
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
庄
屋

・
畔
頭
・
地
元
の
地
理
に
明
る
い
老
人
な
ど
が

協
力
し
、
隣
村
と
の
境
目
に
間
違
い
が
な
い
よ
う
に
相
談
し
、
決
定
版
を
作
成
し
て
提
出
す
る
が
、
こ
の
通
り
に
間
違
い
な
い
と
い

う
確
認
印
を
押
し
て
お
届
け
す
る
。

川
寛
延
元
年
二
七
四
八
）
、
堀
村
の
村
高
、
小
村
の
い
わ
れ
、
寺
社
の
名
称
や
規
模
な
ど
に
つ
い
て
の
「
由
緒
書
」
を
お
届
け
す
る
。

右
の
こ
と
か
ら
、
最
初
に
藩
府
か
ら
提
出
を
求
め
ら
れ
た
も
の
は
「
境
白
書
」
で
あ
り
、
十
年
後
に
求
め
ら
れ
た
も
の
は
、
「
明
細
絵
図
」

で
あ
り
、

さ
ら
に
十
年
後
に
求
め
ら
れ
た
も
の
が
「
由
緒
書
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
を
み
た
だ
け
で
も
、
前
後
二
十
年
に

わ
た
る
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
宰
判
に
よ
り
差
違
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
基
本
的
に
は
両
国
内
（
本
・
支

藩
共
に
）
で
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を

一
覧
表
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
三
で
あ
る
。

こ
れ
で
み
る
と
、
「
地
下
上
申
」

の
内
容
か
ら
み
た
種
別
は
三
種
に
分
類
で
き
る
。
第
一
が
「
境
白
書
」

で
あ
り
、

そ
れ
は
村
境
を
詳

細
に
述
べ
た
も
の
で
「
隣
村

O
O村
と
の
境
ハ

、
右
白
迫
山
よ
り
茶
臼
山
迄
尾
境
に
下
り
、
夫
よ
り
西
平
之
小
尾
ヲ
下
り
：
：
：
」
と
い
う

よ
う
に
、

な
が
な
が
と
く
わ
し
く
境
界
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
は

「
由
来
書
」

で
、
地
名
の
由
来
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
。
「
こ
の
所
高
野
と
申
伝
候
は
、
往
古
御
鷹
猟
有
之
由
ニ
付
、

た
か
野
を
高
野
と
書
誤
り
候
事
何
之
頃
よ
り
か
相
知
不
申
候
事
」

な
ど

長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
一
二
）
（
広
田
）

一
五



長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
一二
）
（
広
田
）

地 下 上 申 種 別 一覧

謎ど 境白書 由来書 その他 計 奥印 請印 備 考

大 島 27 13 4 44 27 境白書＝元文元・ 2、奥印＝寛延3
奥山代 15 3 18 15 請印＝寛延2・3
前山代 22 2 2 26 4 18 請印＝寛延2・3
上 関 24 24 境白書＝元文2・3

熊 毛 23 7 30 境白書＝元文3、由来書＝寛延元

者11j農 13 8 1 22 境白書＝元文3・5、由来書＝寛保元

三田尻 11 14 2 27 境白書＝元文5、由来書＝寛保2・寛延2

徳地 24 19 2 45 境白書＝享保11・14、由来書＝元文2・延郭・寛延元

山 口 18 18 36 境白書＝享保13、由来書＝寛保3・寛延元

小郡 8 9 4 21 境白書＝享保11・13、由来書＝寛保2
舟木 24 7 1 32 境白書＝享保14・19、由来書＝寛保2
吉田 11 10 21 境白書＝元文4、由来書＝寛保2
美 祢 15 15 境白書＝享保12～14
先大津 12 10 5 27 5 境白書＝享保12・13、由来書＝寛保2（豊浦郡は別）

前大津 11 9 7 27 境白書＝享保13、由来書＝寛保2（豊浦郡は別）

当 島 13 11 1 25 境白書＝元文5、由来書＝寛保2・3.延享5
j兵 崎 9 4 6 19 境白書＝元文5、由来書＝寛保2
奥阿武 21 2 23 20 境白書・請印共＝寛延4・宝暦2
岩 国 37 2 39 34 境白書・請印共＝寛保元・3.寛延元

徳 山 31 12 1 44 3 15 境白書＝元文5～寛保2、請印＝寛延2（飛地・島は別）

清 末 12 2 3 17 8 境白書＝享保19・元文4、奥印＝延享4
長 府 62 14 7 83 50 境白書＝元文4、奥印＝延享4

計 443 169 53 665 

表3

一
六

の
類
で
あ
る
。

⑬
 

第
三
は

「須
々
万
村
由
緒
沼
要
害
伝
記
井
隣
村
道
里
付
」

の
よ
う
に
、
そ
の
地
区
の
古
城
跡
に
ま
つ
わ
る
伝
説
や
隣
村

へ
の
道
程
を
書
き
あ
げ
た
も
の
が
多
く
、
参
考
資
料
と
し
て

添
付
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「村
高
」
の
中
に
は
戸
数

人
口
・
牛
馬
数
が
含
ま
れ
、
ま
れ
に
は

「村
高
書
」
と
し
て

独
立
し
た
冊
子
も
あ
る
が
、九
九
パ

ー
セ
ン
ト
は
「境
白
書
」

「由
来
書
L

の
ど
ち
ら
か
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
表
三

で
は
独
立
し
た

「村
高
書
」
は

「
そ
の
他」

に
数
え
た
。

表
三
に
「
奥
印
」

「請
印」

と
し
て
掲
げ
た
も
の
は
、

⑬
 

参
考
の
た
め
に
加
え
た
も
の
で
、大
島
宰
判
平
野
森
村
の
「奥

印
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

右
比
度
就
御
尋
御
安
書
を
以
被
仰
渡
、
尤
境
白
書
之
通

隣
村
申
談
少
も
出
入
相
違
無
御
座

ニ
付
、
奥
書
仕
差
上

ケ
申
所
知
件

元
文
元
辰
ノ
十
二
月

圧
屋

石
崎
勘
左
衛
門

印



（
以
下
三
名
署
名
略
）

井
上
武
兵
衛
様

右
御
引
合
被
成
、
丹
書
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

寛
延
三
午
ノ
四
月
十
日

庄
屋

藤
井
瀬
兵
衛
（
印
）

（
以
下
一
名
署
名
略
）

こ
れ
で
み
る
と
、

元
文
元
年
ご
七
三
六
）
に

「境
白
書
」
を
提
出
し
た
こ
と
が
分
る
（
こ
の
場
合
絵
図
を
提
出
し
た
か
ど
う
か
不
明

だ
が
、
表
題
が
「
明
細
絵
図
添
書
」
と
あ
る
こ
と
か
ら、

提
出
し
た
と
考
え
て
よ
い
）
。
し
か
し
、
寛
延
三
年
ご
七
五

O
）
前
出
の
「
境

白
書
」
に
矛
盾
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
「
明
細
絵
図
方
」
か
ら
朱
筆
が
入
っ
て
訂
正
を
求
め
ら
れ
た
。
こ
の

⑪
 

ご
ざ

い
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
が
、
二
度
目
の
奥
印
で
あ
る
。
「
明
細
絵
図
方
」
は
そ
の
頃
大
島
宰
判
村
々
の

「明
細
図
」
が
完
成
に
近
づ
き
、

「
朱
筆
の
と
お
り
に
間
違
い

最
後
の
確
認
と
し
て
こ
の
奥
印
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
 

「請
印
L

と
し
て
は
奥
阿
武
宰
判
須
佐
村
の
も
の
を
例
示
し
よ
う
。

右
比
度
明
細
絵
図
被
御
調
ニ
付
、
隣
村
境
悉
く
懸
御
目
候
上
、
絵
図
被
成
御
調
、
私
共
一
覧
被
仰
付
候
処
、
少
し
も
相
違
之
儀
無
御

座
、
前
書
之
通
御
座
候
ニ
付
、
奥
書
仕
差
上
申
所
如
件

宝
暦
三
酉
五
月
十
一
日

須
佐
村
益
越
中
殿
庄
屋

津
森
平
左
衛
門
（
印

（
以
下
二

O
名
署
名
略
）

井
上
武
兵
衛
様

右
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
『
明
細
絵
図
』
を
作
成
す
る
た
め
『
明
細
絵
図
方
』

の
役
人
を
隣
村
境
界
確
認
の
た
め
案
内
し
た
。

長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
三
）
（
広
田
）

七



長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
三
）
（
広
田
）

/¥ 

そ
の
後
絵
図
が
完
成
し
た
の
で
私
共
に
一
覧
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
確
認
し
た
が
『
境
白
書
』
と
違
う
と
こ
ろ
は
少
し

も
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
確
認
印
を
捺
印
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
は
須
佐
村
の
明
細
絵
図
が
完

成
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

表
三
備
考
の
記
事
で
分
る
よ
う
に
、
両
国
内
「
村
明
細
図
」
の
完
成
と
い
う
大
事
業
は
、
各
宰
判
一
斉
に
行
わ
れ
た
と
い
う
事
業
で
は

な
く
、
各
宰
判
各
地
方
ご
と
に
、
幾
段
階
に
も
分
け
て
実
施
さ
れ
た
事
業
で
あ
っ
た
。
残
存
す
る
「
明
細
図
L

に
完
成
年
月
の
記
入
が
な

い
の
で
断
言
は
で
き
な
い
が
、
「
境
白
書
」

の
提
出
時
が
早
く
、

し
か
も
「
由
来
書
」
の
提
出
も
早
い
山
口
・
小
郡
・
舟
木
と
い
う
山
陽

部
の
宰
判
が
寛
保
期
に
完
成
し
、
次
い
で
残
り
の
山
陽
部
、
支
藩
領
、
最
後
が
山
陰
の
海
岸
か
ら
山
間
部
と
い
う
順
序
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
私
は
推
察
し
て
い
る
。
奥
阿
武
宰
判
は
恐
ら
く
最
終
完
成
地
方
で
、
宝
暦
三
年
は
最
後
に
近
い
年
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
「
明
細
絵
図
」
さ
え
で
き
上
っ
た
な
ら
ば
、
境
界
争
論
は
ぴ
た
り
と
停
止
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
、
「
地
下
上
申
」

の
奥
書
に
よ
り
推
察
で
き
る
。
紛
争
が
未
解
決
の
ま
ま
奥
印
が
な
さ
れ
た
地
方
と
し
て
長
府
領
が
あ
り
、
同
地
の
奥

書
に
は
軒
な
み
に
「
尤

O
O村
之
境
前
書
之
通
り
少
々
入
相
之
所
境
難
相
分
御
座
候
」
と
あ
り
、
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
書
き

上
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
も
、
「
境
白
書
相
違
之
所
御
座
候
ニ
付
、
地
下
詮
議
仕
、
境
書
之
通
隣
村
申
談
出
入
之
所
少
も
相
違

無
御
座
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
相
違
点
は
隣
村
と
の
話
し
合
い
で
解
決
し
た
と
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
解
決
し
た
の
は
絵
図
上
の
境
界
線
の⑬

 

こ
と
だ
け
で
、
そ
の
土
地
に
対
す
る
入
相
慣
行
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
後
年
ま
で
紛
争
の
続
く
原
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
地
方
と
し
て
、
長
府
領
の
外
に
は
奥
山
代
宰
判
と
岩
国
領
境
、
能
毛
・
都
濃
両
宰
判
と
徳
山
藩
境
、
奥
山
代
宰
判
内
の
諸
村

境
な
ど
が
、
「
地
下
上
申
」
奥
書
か
ら
み
た
境
界
紛
争
多
発
地
帯
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
奥
阿
武
宰
判
・
前
山
代
・
奥
山
代
・
岩
国
領
は
他
藩
と
境
界
を
接
し
て
い
る
。
境
界
を
確
定
す
る
と
い
っ
て
も
、
他
藩
と
は
話



管
轄
下
「
明
細
絵
図
方
」

し
合
っ
て
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
紛
争
の
解
決
に
「
明
細
絵
図
」
作
成
は
少
し
も
寄
与
し
な
か
っ
た
。
国
境
紛
争
は
、
郡
奉
行

る

の
職
能
を
越
え
た
問
題
で
あ
り
、
藩
当
局
の
政
治
力
の
課
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
事
項
で
あ
っ
た
と
考
え
事
り
れ

＠
 

宝
暦
五
年
二
七
五
五
）
三
月
、
井
上
武
兵
衛
は
「
明
細
絵
図
方
」
を
退
任
し
た
が
、
こ
れ
は
両
国
内
の
「
明
細
絵
図
」
が
総
て
完
成

二
O

）

で
あ
る
か
ら
、

し
た
た
め
、
こ
の
臨
時
役
座
が
解
散
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
井
上
武
兵
衛
が
こ
の
役
座
頭
人
に
任
命
さ
れ
た
の
は
享
保
五
年
（
一
七

三
六
年
間
か
か
っ
て
こ
の
事
業
を
遂
行
し
成
就
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
延
享
四
年
二
七
四
七
）
に
そ
の

＠
 

功
労
に
対
し
て
御
意
銀
六
百
目
を
下
賜
、
退
任
後
の
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
は
御
加
増
六
百
目
の
恩
賞
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
宝
暦

⑫
 

十
三
年
二
七
六
三
）
に
は
銀
六
百
目
が
御
加
増
と
な
っ
た
。
井
上
武
兵
衛
か
ら
二
年
遅
れ
て
「
明
細
絵
図
方
」
に
臨
時
採
用
さ
れ
た
有

馬
喜
惣
太
は
、
こ
の
章
の
始
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
事
業
終
了
後
の
宝
暦
十
二
年
二
七
六
二
）
御
家
人
と
し
て
正
式
に
採
用
さ
れ
、
寺
社

組
の
一
員
と
し
て
郡
奉
行
所
に
出
向
す
る
と
い
う
身
分
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
喜
惣
太
の
功
績
に
対
す
る
藩
府
の
恩
賞
で
あ
る
。

註
①
「
も
り
の
し
け
り
L

三
O
六
頁
（
旧
長
藩
職
一
覧
表
」
。

②
次
頁
に
引
用
し
た
「
有
馬
喜
惣
太
L

褒
賞
中
の
こ
と
ば
。
毛
利
家

文
庫
二
三
譜
録
あ
一

O
一二
「有
馬
喜
惣
太
武
春
」
。

③
「
徳
山
市
史
」
上

（
旧
版
）
一
九
三
頁
。

④
「
阿
知
須
町
史
」
一
一
一

一頁、

藤
村
忠
明
著
「
阿
知
須
町
史
」
八

六
頁
。

⑤
毛
利
家
文
庫
四
O
法
令
二
二
五
「
諸
御
書
付
二
十
八
冊
」
「
諸
出

入
御
裁
許
L

、
「
山
口
県
史
料
近
世
法
制
編
上
」
四
八
六
頁
に
多
く
の

実
例
が
み
ら
れ
る
。

長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
一
二
）
（
広
田
）

⑥
毛
利
家
文
庫
二
三
譜
録
い
二
六

「井
上
武
兵
衛
親
明
」
。

⑦

毛

利
家
文
庫
二
三
譜
録
あ
一

O
三

「有
馬
喜
惣
太
武
春
L

。

③

県

庁
旧
藩
記
録
に
在
中
。

⑨
県
庁
旧
藩
記
録
に
在
中
。

⑬
後
述
徳
地
宰
判
堀
村
の
「
地
下
上
申
L

に
は
「
庄
屋
・
畔
頭
・
地

下
功
者
立
会
絵
図
相
調
」
と
あ
り
、
村
役
人
の
手
で
つ
く
ら
れ
た
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
残
さ
れ
て
い
る
地
下
図
を
み
て
も
、

村
に
よ
っ
て
大
中
小
さ
ま
ざ
ま
の
大
き
き
で
あ
り
、紙
質
も
違
う
が
、

記
入
事
項
や
記
号
・
様
式
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
記
載
事

九



長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
一
二
）
（
広
田

項
に
つ
い
て
は
藩
の
指
示
が
あ
っ
た
が
、
作
成
し
た
の
は
村
役
人
で

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

。
一
般
郷
土
資
料
別
置
中
に
あ
り
。
名
称
命
名
理
由
は
山
口
県
地
方

史
研
究
会
刊
「
防
長
地
下
上
申
」
解
説
に
よ
る
。

⑫
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
者
は
多
い
が
、
こ
の
考
え
方
の
代
表

と
し
て
山
口
県
地
方
史
研
究
会
刊
「
防
長
地
下
上
申
L

解
説
を
参
照

の
こ
と
。

⑬
こ
の
土
代
は
建
築
物
を
建
て
る
基
礎
と
な
る
も
の
の
意
で
、
近
藤

清
石
が
「
大
内
氏
実
録
」
を
編
纂
す
る
に
当
り
、
収
集
し
た
資
料
を

「大
内
氏
実
録
土
代
」
と
名
付
け
た
こ
と
に
よ
る
。
「
明
細
絵
図
土
代
」

と
い
み
じ
く
も
命
名
し
た
の
は
同
僚
の
戸
島
昭
氏
で
あ
る
。

⑬
県
庁
旧
藩
記
録
別
置
「
地
下
上
申
」
四
九
四
番
「
堀
村
石
高
境
目

室田
」
、
四
九
五
番
「
堀
村
由
緒
書
石
高
付
共
」
、
山
口
県
地
方
史
研
究

会
刊
「
防
長
地
下
上
申
L

二
巻
二
九
二
頁
・
二
八
六
頁
・
二
九
九
頁
。

⑬
県
庁
旧
藩
記
録
別
置
「
地
下
上
申
L

一ニ
O
一
番
、
山
口
県
地
方
史

研
究
会
刊
「
防
長
地
下
上
申
」
二
巻
一
七
四
頁
。

二
O

⑬
県
庁
旧
藩
記
録
別
置

「地
下
上
申
」
二
九
番
「
平
野
森
村
明
細
絵

図
添
書
し
、
山
口
県
地
方
史
研
究
会
刊
「
防
長
地
下
上
申
」
一
巻
五
頁
。

⑪
こ
の
朱
筆
は
山
口
県
地
方
学
会
刊
「
防
長
地
下
上
申
」
で
は
明
示

さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ

て
奥
書
に
「
丹
書
之
通
」
と
あ
っ
て
も
、
原

本
を
み
な
い
こ
と
に
は
意
味
不
明
で
理
解
で
き
な
い
。

⑬
県
庁
旧
藩
記
録
別
置

「
地
下
上
申
L

八
四

O
番

寸須
佐
村
石
高
由

来
境
白
書
」
、
山
口
県
地
方
史
研
究
会
刊
「
防
長
地
下
上
申
」
四
巻

六
六
四
頁
。

⑬
毛
利
家
文
庫
四

O
法
令
一
五
九
番
「
御
書
付
其
外
後
規
要
集
」

4

「
山
方
一
件
」
、
「
山
口
県
史
料
近
世
編
法
制
下
」
一

一
九
頁
な
ど
に

実
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。

⑫
山
口
県
史
編
纂
所
収
集
史
料
八
番
「
役
人
帳
L

十
ノ
下
。

＠
毛
利
家
文
庫
三
五
賞
罰
一
七
（
二
五
一
二
）
「
御
賞
美
先
格
書
抜

十
二
L

。
加
増
の
こ
と
は
こ
の
史
料
に
よ
る
。

⑫
こ
れ
は
⑥
に
よ
る
。



山
口
県

「
忠
孝
節
義
」

褒
賞
の
特
質
と
実
態

｜
｜
「
明
治
五
年
・
村
役
人
層
集
中
」
説
へ
の
疑
問
と
批
判
｜
｜

北

l
 

，
 ．．．
． 

E
E

－－，，
 

健

山
口
県
「
忠
孝
節
義
L

褒
賞
の

「明
治
五
年
・
村
役
人
層
集
中
」
は
オ
カ
シ
イ
。
常
識
的
に
も
、
歴
史
的
に
も
、
実
証
的
に
も
オ
カ
シ

イ
、
と
い
う
異
議
申
立
て
が
こ
の
小
稿
で
あ
る
。

こ
こ
で
云
う

「
明
治
五
年
・
村
役
人
層
集
中
L

説
と
は
、
明
治
初
期
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
が
山
口
県
で
は
「
明
治
五
年
」
に
「
村
役
人

層
」
に
集
中
し
て
行
な
わ
れ
た
、
と
す
る
先
学
の
所
説
で
あ
る
。

藤
田
省
三
氏
、
が
あ
の
『
天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
』
（
未
来
社

・
一
九
六
六
）
の
な
か
で
云
い
出
し
、
加
え
て
田
村
貞
雄
氏
が
『
幕
末
郷

土
史
研
究
法
』
（
「
郷
土
の
志
士
」
朝
倉
書
店
・
一
九
七
O
）
で
云
い
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

藤
田
氏
は
村
役
人
層
が
「
6／
8
を
占
め
」
た
と
云
い
、
田
村
氏
は
「
明
治
五
年
を
ピ

l
ク
」
に
「
戸
長
ク
ラ
ス
を
対
象
と
し
た
褒
賞

山
口
県
「
忠
孝
節
義
L

褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川



山
口
県

「忠
孝
節
義
L

褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

政
策
」
だ
と
断
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
か
。

「
集
中
」
説
の
魅
力
と
疑
問

云
う
ま
で
も
な
く

「
村
役
人
層
集
中
」
説
は
魅
力
的
で
あ
る
。
「山
口
県
」
と
い
う
政
治
社
会
の
政
治
的
特
性
を
キ
ワ
だ
た
せ
て
ア
ゲ

ツ
ラ
ウ
向
き
に
は
、
恰
好
の
材
料
で
あ
る
。
私
な
ら
ず
と
も
、

ツ
卜
に
田
村
貞
雄
氏
が
藤
田
氏
の
提
説
を

「鋭
い
分
析
」
だ
と
評
価
、
積

極
的
に
支
持
、
復
唱
し
て
い
る
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
オ
カ
シ
イ
。
「忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
対
象
が

「殆
ん
ど
：
：
：
村
役
人
層
に
限
ら
れ
へ
そ
れ
が

「
6
／

8
を
占
め
」

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、

は
た
し
て
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
も
っ
て
常
識
的
に
オ
カ
シ
イ
。

早
い
話
が
、
た
と
え
て
云
え
ば
学
園
紛
争
や
工
場
争
議
に
直
面
し
て
企
業
や
学
校
当
局
は
ど
う
す
る
か
。
そ
の
収
拾
収
携
を
図
る
の
に

も
っ
ぱ
ら
職
制
や
学
級
委
員
層
を
表
彰
の
対
象
に
す
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
方
策
や
措
置
を
と
り
も
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
か
え
っ
て

衆
人
の
神
経
を
サ
カ
撫
で
、
逆
効
果
を
招
く
で
あ
ろ
う
と
は
誰
し
も
が
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

あ
る
い
は
そ
れ
と
も
、
当
時
山
口
県
の
維
新
権
力
は
、
そ
う
し
た
危
慎
懸
念
を
持
ち
合
せ
な
い
ほ
ど
に
強
大
か
つ
愚
鈍
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
当
時
山
口
県
人
民
も
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
卑
弱
愚
盲
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
仮
り
に
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
当

時
の

「危
機
」
情
況
な
ど
云
う
ほ
う
が
オ
カ
シ
ク
な
る
。
別
に
私
は
、
当
時
の
山
口
県
の
権
力
と
人
民
が

「賢
明
で
あ
っ
た
」
と
反
証
し

よ
う
な
ど
と
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
民
褒
賞
の
内
容
知
何
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
明
治
初
期
山
口
県
の

「危
機
」
情
況
の
認
識
と

理
解
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

一O
年
前
、
ま
ず
山
口
県
庁
伝
来
の

『
府
県
史
料
』
草
稿
本
で
検
証
を
試
み
た
が
、
よ
う
や
く
こ
の
ほ
ど
内
閣
文
庫
本
（
正
本
）

で
コ



卜
の
当
否
を
確
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

下
層
「
排
除
」

へ
の
疑
問

「村
役
人
層
集
中
」
が
疑
問
だ
と
云
う
の
は
、
歴
史
的
に
見
て
余
り
に
も

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

「歴
史
的

に
：
：
：
」
と
は
、
初
期
褒
賞
に
先
行
す
る
長
州
藩
段
階
の
伝
統
的
な
褒
賞
方
式
か
ら
見
て
の
こ
と
で
あ
る
。

①
 

こ
の
歴
史
的
視
巾
か
ら
す
る
と
、

「村
役
人
層
集
中
」
と
は
ほ
か
な
ら
ぬ

「下
層
」
か
ら

「上
層
」

へ
の
一
八

O
度
の
転
替
だ
か
ら
で

あ
る
。

と
云
う
の
は
、
そ
も
そ
も
長
州
藩
の
人
民
褒
賞
は
、
①

「苗
字
帯
刀
」
褒
賞
と
②

「孝
人
奇
特
人
」
褒
賞
の
二
本
建
て
方
式
で
き
て
い

る
。
村
役
人
層
を
主
対
象
と
し
た

「
勤
功
」
（所
勤
功
労
）
褒
賞
が
前
者
①
で
あ
り
、

明
治
の

「忠
孝
節
義
L

褒
賞
に
相
当
す
る
の
が
後
者

②
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

つ孝
人
奇
特
人
」
褒
賞
は
、
少
し
で
も
調
べ
て
み
れ
ば
分
か
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
対
象
は
と
云
え
ば
、

そ
れ

こ
そ

「
ほ
と
ん
ど
」
が
下
層
人
民
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
デ
l
タ
に
し
て
み
て
も
、
圧
倒
的
に
下
層
民
な
の
で
あ
る
（
表
1

参
照）
。

総
じ
て

「貧
家
に
孝
子
出
」
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
思
う
に
、
社
会
底
辺
か
ら
褒
賞
対
象
U

人
格
的
範
型
を
抽
出
範
示
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
こ
そ
、
人
民
褒
賞
の
社
会
的
有
効
性
は
増
す
の
で
あ
る
。

要
す
る
に

「
下
層
」
褒
賞
、

そ
れ
が
先
行
す
る

「孝
人
奇
特
人
L

褒
賞
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば

「村
役
人
層
集
中
」
と
は、

と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
伝
統
的
な

「下
層
」
褒
賞
の
排
除、

切
り
捨
て
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

人

民
褒
賞
方
式
の
一
大
転
換
、
伝
統
的
「
下
層
L

褒
賞
の
破
棄
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

山
口
県

「忠
孝
節
義
L

褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

一一一
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（『松平義二郎領内周防長門孝人奇特人の覚Jr上農中農下農判断書H/11西村注進案jから作成）

山
口
県
「
忠
孝
節
義
L

褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

四



も
ち
ろ
ん
「
維
新
」
変
革
期
の
さ
な
か
で
あ
る
。
伝
統
の
破
棄
や
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
あ
ろ
う
と
、

一
般
論
と
し
て
オ
カ
シ
ク
は

な
い
。
だ
が
問
題
は
そ
の
内
容
で
あ
る
。
「
下
層
」
人
民
を
そ
う
も
一
方
的
、

ア
カ
ラ
サ
マ
に
排
斥
し
て
い
く
形
で
の
「
道
徳
的
集
中
L

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
転
替
が
こ
の
期
に
本
当
に
要
請
さ
れ
、
可
能
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
初
期
褒
賞
が
「
危
機
」
対
処
策
だ
と
す
れ
ば
、
「
危
機
」

の
構
造
と
の
関
連
で
こ
そ
「
村
役
人
層
集
中
」
は
究

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
集
中
」
デ
ー
タ
へ
の
疑
問

「
村
役
人
層
集
中
」
説
に
と
っ
て
致
命
的
な
疑
問
と
な
る
の
は
、
何
よ
り
も
そ
の
デ
ー
タ
の
不
可
解
さ
で
あ
る
。
実
証
的
に
オ
カ
シ
イ

の
で
あ
る
。

「村
役
人
層
集
中
」

へ
の
疑
問
と
同
時
に
ス
グ
に
も
思
い
当
た
る
の
は
、
史
料
操
作
の
ミ
ス
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。

と
云
う
の
は
長
州
藩
の
史
料
に
あ
っ
て
は
人
民
の
肩
書
は
一
般
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「船
木
才
判
際
波
村
庄
屋
三
隅
祐
左
衛
門
存
内
畔
頭
佐
伯
政
右
衛
門
組
百
姓常

右
衛
門
」

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
存
内
L

（
管
轄
内
の
意
）
以
下
の
肩
書
記
載
を
、
初
見
の
研
究
者
に
よ
っ
て
は
ス
グ
に
も
扱
い
か
ね
る
向
き
も
あ
る
。

そ
れ
に
史
料
に
よ
っ
て
は
「
存
内
」
以
下
の
記
述
を
一
方
的
に
省
略
し
て
し
ま
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。

こ
と
に
後
者
の
よ
う
な
場
合
、
「
村
役
人
層
L

②
 

の
占
め
る
数
値
は
異
常
に
高
く
な
る
。
た
と
え
ば
小
林
茂
氏
の
分
析
し
た

①
 

そ
の
最
た
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
同
似
の
省
略
は
両
公
伝
編
纂
所
の
『
忠
正
公
伝
』
に
も
見
出
さ
れ
る
。

『
長
藩
奇
兵

隊
名
鑑
』

な
ど
は
、

山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

二
五



山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

「
村
役
人
層
集
中
」
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
再
検
当
す
る
必
要
が
あ
る
、

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
藤
田
省
三
氏
の

一
一六

と
私
は
見
た
。
さ

い
わ
い
山
口
県
に
は
『
府
県
史
料
』
の
草
稿
本
が
残
存
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
に
は
、
被
褒
賞
者
の
半
数
ほ
ど
に
肩
書
の
付
塞
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ど
う
だ
ろ
う
。
付
護
の
い
ず
れ
を
見
て
い
っ
て
も
「
村
役
人
層
」
は

一
人
た
り
と
も
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
私
が
析
出
で
き
た
被
褒
賞
の
内
訳
け
は
左
表

（表
2

・
3
）
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
庁
本

藤
田
氏
の
掲
げ
る
よ
う
な
褒
賞
対
象
が
「
殆
ん
ど
：
：
：
村
役
人
層
に
限
ら
れ
L

「
6／
8
を
占
め
」
る
と
い
う
よ
う
な
デ

l
タ
は
、
ど
こ

か
ら
も
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
藤
田
氏
は
ど
の
よ
う
な
計
出
方
法
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

明治 5年褒賞の内訳j；二完走

褒賞の部 小伝

大庄屋加勢 ( 1 ) ( 1 ) 

p 長 ( 1 ) 

高リ p 長 ( 1 ) 

目半 頭 ( 2 )( 0 

証人百姓 ( 1) 
，ーーーー ーーーーーーー－－－ －－－－－－－ －－－－ ー”ー ーーー ー・ーーー ーー・ ．． ，ーーー ー..・ー申ーーーーー・ーーーー・

庄屋存内百姓（農） 18 
農 39

畔頭組
商 6 

年寄支配町人 6 
工 1 

士 2矢 3 
雑 2 

士 2 
ーーーーー ーーーーーーー・・・・・・・ ーーーーーー ーーー ーーー・ ー・ ー・．．， 『甲ーーー帽 『’ －－ーーーーーー ーーーーー・

鑑 記 入 23 

計（件数） 50 50 

表2・3

日
刀

nHHr 

農

工

商

雑

士

15 

a
A古
咽

E
A

唱
’
A

不
富裕者主 ！貧困者と
見られる件；見られる件

22 

1 

4 

22 
(44%) 

23 
(46%) 

5 
(10%) 

計

（『府県史料』から作成）



藤
田
氏
が
拠
っ
て
い
る
の
は
、
内
閣
文
庫
本
『
府
県
史
料
』
（
正

本
）
で
あ
る
。
山
口
県
庁
本
（
草
稿
本
）
と
内
閣
文
庫
本
と
は
そ

う
も
違
う
の
か
。

田
村
貞
雄
氏
の
解
説
（
先
掲

『
幕
末
郷
土
史
研
究
法
』
）
で
は
、
内

閣
文
庫
本
に
よ
っ
て
褒
賞
政
策
の

「全
容
」
を
「
知
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
あ
り
、
し
か
も
そ
の

「サ

ン
プ
ル
」
と
し
て
村
役
人
四

名
の
事
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で

「
一
八
七
二
年
（
明

治
五
）
に
集
中
す
る
戸
長
ク
ラ
ス
に
対
す
る
褒
賞
L

と
あ
る
か
ら
、

内
閣
文
庫
に
は

「村
役
人
層
」
を
示
す
肩
書
が
そ
れ
こ
そ
オ
ピ
タ

ダ
シ
ク
書
き
つ
ら
ね
て
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
。
き
っ
と
内

閣
文
庫
本
は
山
口
県
庁
本
と
違
っ
て

「村
役
人
層
L

の
析
出
を
可

能
と
し
て
く
れ
る
は
ず
｜
｜
、
私
は
そ
う
思
い
込
ん
で
ハ
ル
パ
ル

国
立
公
文
書
館
へ
と
赴
い
た
。

し
か
し
、
と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
よ
う
や
く
国
立
公
文
書
館
で
手

に
し
た
内
閣
文
庫
本
『
府
県
史
料
』
に
目
を
通
し
て
、
私
は
驚
い

た
。
そ
こ
に
は

「村
役
人
L

と
お
ぼ
し
き
記
載
や
付
築
は

「
い
っ

＠
 

さ
い
な
い
L

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
田
村
氏
が
掲
げ
て
い
る
よ
う

山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

七

山口県庁本『府県史料』（部分）＝草稿本には肩書の付護はあっても

役付の者は見当らない。



山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

J¥ 

な
っ
サ
ン
プ
ル
」
は
、
本
文
の
記
事
中
か
ら
役
職
な
り
役
付
を
読
み
取
っ
て
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
文
記
事
中
か
ら
そ
う
し

た
役
付
の
読
み
取
れ
る
も
の
も
、
明
治
五
年
次
に
し
て
わ
ず
か
数
件
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

い
っ
た
い
藤
田
氏
は
ど
こ
か
ら
「
6
／

8
」
な
ど
と
い
う
数
字
を
ハ
ジ
キ
出
し
、
田
村
氏
も
ま
た
何
を
も
っ
て
そ
れ
を
「
鋭
い
分
析
」

だ
と
肯
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
内
閣
文
庫
本
を
手
に
し
な
が
ら
、
私
は
さ
ら
な
る
ナ
ゾ
に
包
ま
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

ヒ
ヨ
ッ
ト
す
る

と
、
私
の
手
に
す
る

『
府
県
史
料
』
と
は
別
に
、
何
処
ぞ
に
で
も
さ
ら
に
別
本
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、

そ
ん
な
思
い
に
も
か
ら
れ

る
の
で
あ
っ
た
。
仮
り
に
藤
田
氏
が
山
口
県
庁
本
に
拠
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
付
筆
か
ら
役
付
が
分
か
る
も
の
で
は
な
い
。
役
付
の
肩
書

が
見
出
せ
な
い
の
は
、
内
閣
文
庫
本
も
山
口
県
庁
本
も
同
じ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
府
県
史
料
』

か
ら
「
村
役
人
層
」
を
全
面
的
に
析
出
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
私
の
調

べ
た
限
り
で
は
、
「
村
役
人
層
集
中
」
は
虚
像
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

四

「
危
機
L

の
構
造
と
「
集
中
」

初
期
褒
賞
が
「
危
機
」
対
処
方
策
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
内
容
知
何
は
「
危
機
」
の
構
造
に
由
来
す
る
。

で
は
、

そ
の
「
危
機
」

の
構
造
か
ら
見
て
「
村
役
人
層
集
中
」

H
下
層
「
排
除
」

の
要
請
と
可
能
性
は
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
撲
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
初
期
の
「
危
機
」
は
封
建
的
収
奪
体
制
か
ら
の
解
放
、
体
制
打
破
を
求
め
て
の
下

⑤

⑥

 

か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
表
出
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
体
こ
そ
は
「
下
層
農
」
「
貧
農
」
で
あ
り
、
攻
撃
対
象
は
「
村
役
人
層
」
で
あ
る
。
「
下

⑦
 

層
農
」
「
貧
農
L

を
主
体
と
し
た
い
わ
ゆ
る
「
庄
屋
征
伐
」
こ
そ
、
こ
の
期
の
農
民
斗
争
の
顕
著
な
特
色
を
な
す
。
村
落
次
元
で
引
き
起

「
沸
騰
す
る
L

」
さ
れ
て
い
る
の
は
、
村
落
秩
序
の
破
綻
と
分
裂
で
あ
る
。



し
て
み
れ
ば
、

「下
層
」
対
策
こ
そ
実
に

「危
機
」
対
処
な
の

で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

「危
機
」

「下
層
」
を
度
外
視

の
主
役
H

し
て
の
「
村
役
人
層
集
中
」
な
ど
と
い
う
対
処
策
が
あ
る
だ
ろ
う

カ3

明
治
二
年
の
上
関
宰
判
で
の
「
苗
字
帯
万
」
褒
賞
を
見
る
な
ら

本
来
は
「
村
役
人
層
」
対
象
の
表
彰
が
「
平
百
姓
」
層
へ
大
巾
に

「
下
降
し
て
・
拡
大
」

し
て
い
る
（
表
4
参
照
）
。

ま
た
同
じ
く
上
関
宰
判
明
治
三
年
の
平
生
暴
動
の
あ
と
地
元
村

役
人
層
は
市
建
て
費
用
を
共
同
醸
出
す
る
こ
と
で
、
村
内
「
親
睦
」

「
和
合
の
基
」
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。

村
落
次
元
で
の

「
集
中
」
は
中
・
下
層
に
向
け
て
行
な
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
危
機
」
対
応
と
し
て
、
も
と
も
と
「
下
層
」
対

象
で
あ
っ
た

「
奇
特
」
「
忠
孝
」
褒
賞
を

「
村
役
人
層
集
中
」

下
層
「
排
除
」

へ
と
ス
ウ
イ
ツ
チ
さ
せ
て
い
く
理
由
は
、
ど
こ
に

あ
る
だ
ろ
う
か
。

藤
田
省
三
氏
は
、
こ
の
点
に
疑
問
を
お
く
こ
と
な
く
、
山
口
県

山
口
県
「
忠
孝
節
義
L

褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

大島・上関・徳地・浜崎部の「百姓苗字帯万」褒賞

浜崎

（明治 2) 
徳地

（明治3～4)

上関

（明治 2) 

5 

2 

1 

7 

2 

表 4
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（明治 2) 
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取

他

庶

庄

頭

庄

合

庄

の

場

日

兵字
句

大

勘

庄

小

給

年

目

畔

百

農

そ
二
九

15 

（各部 『百性苗字帯万御証拠物控jから作成）
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山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

ニ
O

で
は
指
導
者
と
一
般
成
員
と
は
「
人
間
類
型
を
異
に
L

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
キ
メ
つ
け
る
こ
と
で
片
付
け
て
い
る
。
し
か
し
「
人
間
類

型
」
ま
で
も
両
断
隔
別
し
て
の
偏
重
と
排
除
が
、
こ
の
期
の
「
道
徳
的
集
中
」
と
し
て
見
合
う
だ
ろ
う
か
。
「
危
機
」
の
構
造
H
階
級
的

矛
盾
を
キ
ワ
だ
た
せ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
逆
に
伝
在
す
る
伝
統
的
、
道
徳
的
指
標
と
評
価
で
も
っ
て
カ
モ
フ
ラ

l
ジ
ュ
し
て
い
く
こ
と

の
ほ
う
が
「
道
徳
的
集
中
」
の
役
割
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

田
村
貞
雄
氏
は
、
「
村
役
人
集
中
L

は
村
落
支
配
体
制
の

「再
建
」
と
「
諸
改
革
の
受
容
基
盤
の
造
成
L

の
た
め
で
あ
っ
た
と
説
く
が
、

そ
れ
が
同
時
に
下
層
の

「
k
卜
ふ
原

材

M
v
t町
民
」

に
な
る
と
い
う
矛
盾
に
は
気
付
い
て
い
な
い
。

「危
機
」
の
情
況
と
構
造
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
明
治
五
年
段
階
の

「下
層
」
切
り
捨
て
U

「
村
役
人
層
集
中
」
は
、
基
本
的
に
、
政
策

的
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

五

「
道
徳
的
集
中
」
と
階
層
性

「忠
孝
節
義
」
褒
賞
が

「村
役
人
層
集
中
」
H
下
層
排
除
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、

そ
れ
は
当
時
の
人
民
教
化
策
の
あ
り
ょ
う
か

ら
も
割
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
褒
賞
は
人
民
教
化
の
一
環
で
あ
り
、
こ
れ
と
表
裏
す
る
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
当
時
展
開
す
る
人
民
教
化
策
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
「
家
族
道
徳
」
と

「皇
国
L

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
か

ざ
し
つ
つ
、
要
は
人
民
に
政
治
的
客
体
と
し
て
の
順
従
と
日
常
的
勤
労
へ
の
定
着
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「上
は
生
き
た
御
神
様
之
天
子
様
之
御
直
之
御
政
治
に
相
成
、
下
は
御
心
入
之
御
代
官
様
之
御
世
話
被
成
候
事
故
、
あ
し
き
こ
と
の
あ
る
べ
き
筈
は

な
き
故
、
能
々
相
考
へ
、
丸
で
打
も
た
れ
、
御
上
を
大
切
に
、
御
沙
汰
を
守
り
、
：
：
：
何
事
も
御
上
任
せ
に
し
て
、
各
家
業
に
出
精
す
る
こ
と
、
第

③
 

一
の
事
に
候
」



（ハ
V
人
）

「
い
よ
い
よ
御
上
を
ち
、
母
の
知
く
仰
き
奉
り
、
親
に
懇
に
つ
か
へ

（仲
）

夫
婦
睦
く
兄
弟
中
よ
く
親
類
組
相
地
下
内
な
ぞ
の
交
り
に
至
る
ま
で
皆

実
意
を
尽
し
各
怠
ら
ず
農
業
家
職
を
は
げ
み
、
伺
事
も
仰
の
旨
を
守
り

⑨
 

あ
っ
き
御
恵
に
む
く
ひ
奉
る
ベ
し」

」
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
村
落
次
元
で
の
展
開
、
受
容
の
さ

せ
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
村
民
が
「
上
」
「
中
」
「
下
」
三
等
の
階
層

に
類
分
さ
れ
、
各
階
層
別
の
生
活
姿
勢
と
そ
の
順
守
が
指
示
、
強
調

さ
れ
て
い
る
。

「
さ
れ
ば
御
沙
汰
の
旨
を
奉
し
、
：
：
：
農
業
ハ
励
み
日
夜
精
力
を
尽
し
、

兼
て
の
頭
立
者
よ
り
難
渋
者
迄
三
等
の
品
定
の
申
合
を
蛇
と
相
守
り
：
・

③
 

．．．
 
L
 

五
う
な
れ
ば
階
層
「
応
分
」
、
階
層
「
安
分
」
の
生
活
態
度
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
階
層
「
相
応
」

の
生
活
論
理
の
貫
徹
が
人
民
教
化
キ
ャ

ン
ペ

l
ン
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
生
活
の
「
範
型
」
は
そ
れ
こ
そ
階
層

⑬
 

別
に
範
示
さ
れ
な
け
れ
ば
見
合
わ
な
い
。
と
り
わ
け
生
活
姿
勢
の
維

持
困
難
な
「
下
層
」
ほ
ど
、
そ
の
範
型
の
社
会
的
顕
示
が
求
め
ら
れ

山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

『中野半左衛門日記』明治 3年正月。「庄屋畔頭を百姓の方ニ捕」

と見える（註⑦参照）。



ょう。

山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

と
な
る
と
、
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
で
の

「
下
層
」

か
ら
「
上
層
」

へ
の

一
辺
倒
化
H

「
村
役
人
層
集
中
」
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、
も

は
ゃ
あ
り
え
な
い
。
と
同
時
に

「上
層
」
相
応
の
、

一一一

か
つ
て
の

「勤
功
」
褒
賞
に
も
相
当
す
る
褒
賞
の
展
開
を
必
要
と
し
て
も
く
る
。

．」－

'' 
体
制
「
基
盤
」

へ
の
拡
大
と
集
中

は
他
府
県
と
異
な
っ
て
「
明
治
五
年
に
却
て
多
く
」
と
述
べ
た
こ
と
か
ら
、

「村
役
人
層
集
中
」
と
と
も
に
疑
問
と
な
る
の
は
、
「
明
治
五
年
集
中
」
で
あ
る
。
藤
田
省
三
氏
が
、

山
口
県
の

「
忠
孝
節
義
」
褒
賞

田
村
貞
雄
氏
に
及
ん
で
「
明
治
五
年
ピ
1
ク
」
「
明
治
五
年

集
中
L

と
さ
れ
て
き
て
い
る
。

岩国藩（第2大区）の

「孝子 貞婦奇特人」褒賞

年 次 件 数

天 明 2 

寛 政

芋 和 。
ヌー 化 4 

文 政 3 

天 保 7 

ヲム 化 6 
嘉 刀t 5 

安 政 7 

万 延

文 久 3 

フE r台
慶 応、 5 

明治 l 7 
，， 2 4 
，， 3 6 

" 4 
，， 5 。
// 6 
，， 7 。
，， 8 2 

年次不明 89 

表 5

（『孝子貞婦其他奇特人付立jから作成｝

美祢宰判の「篤農孝貞義婦」褒賞

明治 2 （ 明治 3

庄 屋

四半 頭 1 

百 立生 18+n 

士 族 4 1 

卒 族 8 5 

医 者 1 

表6

（『忠正公伝jから作成）



そ
し
て
、
こ
の

「
明
治
五
年
集
中
」
の
意
昧
を
、
藤
田
氏
は
「
啓
蒙
運
動
の
中
」
で
と
位
置
づ
け
、
田
村
氏
は
「
地
租
改
正
と
も
深
く

関
連
す
る
」
と
把
え
て
い
る
。

し
か
し
「
明
治
五
年
集
中
L

は
他
府
県
と
の
比
較
で
で
は
云
え
て
も
、
山
口
県
自
体
の
歴
史
の
上
で
は
何
も
明
治
五
年
に
「
却
て
多
く
」

な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
二
j
三
年
の
「
忠
孝
・
奇
特
」
類
の
褒
賞
状
況
か
ら
見
る
と
（
表
5

・
6
参
照
）
、
必
ず
し
も
「
明
治

五
年
集
中
」
と
か
「
明
治
五
年
ピ
ー
ク
」
な
ど
と
云
う
の
は
当
ら
な
い
。
「
啓
蒙
運
動
の
中
」

で
と
い
う
の
も
意
味
不
明
。
「
明
治
五
年
に

集
中
す
る
戸
長
ク
ラ
ス
に
対
す
る
褒
賞
政
策
の
意
義
L

と
い
う
の
も
、
『
府
県
史
料
』
に
よ
る
か
ぎ
り
二
重
の
虚
構
に
す
ぎ
な
い
。

の
た
め
の
戸
長
ク
ラ
ス
層
の
把
握
が
な
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
云
う
の
で
は
な
い
。
戸
籍
編
成
事
業
の

。

終
了
に
伴
な
う
区
戸
長
層
へ
の
「
賞
与
下
賜
」
（
明
治
五
j

六
年
・
一
八
O
余
件
）
な
ど
こ
そ
、
そ
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
「
忠

も
ち
ろ
ん
、
改
革
「
基
盤
造
成
」

孝
節
義
」
褒
賞
と
云
う
よ
り
は
、
「
免
職
L

に
伴
な
う
特
別
給
与
（
「
0
カ
月
分
月
俸
L

）
・
慰
労
金
（
「酒
肴
料
乙
で
あ
る
。

で
は
地
租
改
正
H

「
体
制
化
」
と
の
関
連
は
ど
う
か
。
山
口
県
の
地
租
改
正
の
早
期
実
施
そ
れ
自
体
が
「
上
層
農
民
の
体
制
化
」
「
県

当
局
と
上
層
農
民
の
愈
着
」
だ
と
す
る
田
村
氏
の
見
解
は
そ
れ
と
し
て
も
、
こ
の
「
体
制
化
」
と
褒
賞
は
ど
う
「
関
連
」
す
る
の
か
。
田

村
氏
は
、
こ
の

「
体
制
化
」
と
「
受
容
基
盤
の
造
成
」
と
し
て
の
褒
賞
展
開
を

「
村
役
人
層
集
中
L

の

「
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
以
後
L

の
こ
と
と
し
て
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
府
県
（
山
口
県
）
史
料
』
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
全
容
か
、り
す
れ
ば
、
明
治
六
年
を
画
期
に
山
口
県
の
褒
賞
の
大
き
く
サ
マ

変
り
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
表
7

・
8
参
照
）
。

そ
こ
で
は
、
例
の
「
父
母
孝
養
」
「
家
職
精
励
」

な
ど
家
庭
内
道

徳
を
主
題
と
し
た
「
忠
孝
」
部
門
の
比
重
が
大
き
く
後
退
。
代
わ
っ
て
「
学
校
建
設
L

「
道
路
敷
設
」
「
濯
概
開
拓
」
な
ど
公
共
的
「
功
献
」

を
事
績
と
し
た
部
門
が
「
大
々
的
に
」
拡
大
展
開
し
て
い
っ
て
い
る
。
こ
の
「
道
徳
」
か
ら
「
寄
付
L

「
献
金
L

へ
の
転
向
こ
そ
、
明
治

山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

一一一一一



山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

四

六
年
「
地
租
改
正
」
成
就
を
境
と
し
て
の
体
制
「
基
盤
」
の
現
出
で
あ
る
。

明
治
六
年
か
ら
の
褒
賞
対
象
の
顔
触
れ
を
見
れ
ば
際
然
。
た
と
え
ば
矢
田
部
辰
五
郎
、
堀
英
之
助
、
上
田
少
蔵
、
林
秀
一
、
万
代
利
兵

衛
、
菊
屋
孫
太
郎
、
藤
田
与
次
、
横
山
幾
太
、
三
分
一
健
作
、
片
山
文
治
、
椿
才
文
太
、
糸
賀
外
衛
、
勝
間
田
稔
、
松
田
敏
樹
、
坂
本
協
、

石
川
良
平
、
白
石
正
一
郎
、
佐
々
木
男
也
、
笠
井
順
八
、
大
津
唯
雪
、
宍
戸
親
基
、
毛
利
親
詮
、
浦
親
教
な
ど
な
ど
、
区
戸
長
層
を
は
じ

め
当
時
山
口
県
の
政
財
官
界
の
名
前
が
居
並
ぶ
。
体
制
「
基
盤
」

の
横
断
的
な
顔
々
で
あ
る
。

か
く
て
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
「
村
役
人
層
集
中
」
を
云
う
の
な
ら
、
「
明
治
五
年
集
中
」

で
は
な
く
、
こ
の
明
治
六
年
か
ら
の
有
力

指
導
者
層
へ
の
拡
大
、
集
中
と
い
う
新
た
な
る
展
開
に
こ
そ
目
を
す
え
、
こ
れ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
画
期
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
明

治
六
年
か
ら
の
「
拡
大
・
集
中
」
に
焦
点
を
お
い
て
こ
そ
、
「
地
租
改
正
」
成
就
U

「
体
制
」
成
立
の
も

つ
意
味
の
大
き
さ
を
は
じ
め
て

褒
賞
政
策
と
の
「
関
連
」

で
認
識
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

七

「
皇
国
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
突
出

こ
れ
で
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
「
明
治
五
年
・
村
役
人
層
集
中
」
説
は
中
味
の
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

①
デ
ー
タ
の
再
確
認
を
欠
い
だ
こ
と
。

②
歴
史
的
前
段
階
で
あ
る
長
州
藩
の
伝
統
的
褒
賞
方
式
か
ら
の
視
巾
を
欠
い
だ
こ
と
。

③
歴
史
的
事
後
段
階
で
あ
る
明
治
六
年
以
降
の
褒
賞
展
開
全
体
へ
の
視
野
を
欠
い
だ
こ
と
。

①
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
②
③
を
欠
い
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ー
タ
の
異
様
さ
を
異
様
と
気
付
く
こ
と
な
く
、
逆
に
こ
れ
を
山
口
県
の
「
特

異
性
」
だ
と
し
て
、

は
て
は

「
人
間
類
型
を
異
に
」
す
る
と
ま
で
虚
大
化
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
先
学
の
失
態
は
あ
る
。



表 7 内容別褒賞人 員 の 推 移 （）内%

山口県「忠孝節義」

明治 5 明治 6 明治 7 明治 8 明治 9

父母孝養 44 7 6 2 5 
家職精励 (77.2) (4.3) (17. 1) ( 1. 0) ( 1. 1) 

救難救命
4 

( 11. 4) (0. 5) 

賊徒捕縛 4 11 
凶徒通報 (2. 5) (31. 4) (0. 5) 

救貧救荒
11 15 2 4 

(19. 3) (26.3) (5. 7) (2. 0) 

所勤功労 1 17 1 
頑民説諭 ( 1. 8) (10. 5) (2.9) (0. 5) (0.2) 

学校建設 119 11 145 399 

学事尽力 (73.5) (31. 4) (72. 1) (91. 1) 

潅 j既開拓 1 47 33 
道路敷設 ( 1. 8) (23.5) (7.5) 

そ のイ也
(0. 5) 

計（人数）
57 162 35 201 438 

(100. 0) (100. 0) (100. 0) (100.0) (100. 0) 

褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

（『府県史料j褒賞の部から作成）

表 8 「忠孝節義小伝」記載褒賞人員の推移

五

治明 ，， // ，， ，， ，， ，， ，， 
" 

，， ，， ，， ，， 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

孝 養 44 6 3 6 5 2 5 2 3 5 5 

救 難 4 

奉 f士 1 

救 貧 11 14 4 

捕 高専 3 

勤 功

説 三両日るリ、 1 14 

土 木

尊 王

計 61 34 8 12 5 3 5 2 4 5 1 。5 

（『府県史料j忠孝節義小伝から作成）



山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

⑫
 

か
く
て
山
口
県
の
初
期
褒
賞
の
特
質
と
し
て
云
え
る
の
は
、
「
国
家
観
念
の
強
調
」
の
一
条
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ま
た
藤
田
・
田

一一六

村
両
氏
の
よ
う
に
「
国
家
観
念
を
示
す
文
言
が
殆
ん
ど
一
致
し
て
必
ず
見
出
さ
れ
る
L

と
云
う
の
も
事
実
に
反
す
る
。
せ
い
ぜ
い
散
見
で

き
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
皇
国
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
掲
揚
で
は
あ
る
。
山
口
県
で
は
、

す
で
に
幕
末
段
階
か
ら
「
皇

国
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
動
員
と
結
集
H
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
集
中
を
経
て
い
る
。
褒
賞
に
あ
っ
て
も
そ
の
村
落
底
辺
ま
で
の
貫
通
は
維

新
権
力
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
山
口
県
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
こ
そ
山
口
県
初
期
褒
賞
の
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〔
付
記
〕
な
お
、
蛇
足
で
は
あ
る
が
、
こ
の
「
皇
国
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
突
出
と
集
中
が
、
そ
の
後
地
域
山
口
県
の
精
神
風
土
を
ど
う
特
質
づ
け
、

ど
う
特
異
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
ま
た
地
域
史
研
究
に
と
っ
て
究
明
課
題
で
あ
る
。

ち
な
み
に
今
日
に
あ
っ
て
も
地
域
山
口
県
民
の
意
識
傾
向
と
し
て
、
そ
の
特
性
は
確
認
さ
れ
て
い
る
（
表
9
参
照
）
。
こ
う
し
た
地
域
山
口
県
民
の
意
識

構
造
と
意
識
偏
差
の
歴
史
的
究
明
こ
そ
侠
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。
私
ど
も
地
域
史
研
究
に
と
っ
て
の
使
命
と
課
題
は
尽
き
な
い
。

註
①
こ
の
歴
史
的
前
段
階
か
ら
の
視
巾
を
藤
田
・
田
村
両
氏
と
も
欠
い

で
い
る
。
も
っ
ぱ
ら
他
府
県
と
の
比
較
で
「
集
中
」
を
強
調
し
て
お
り
、

地
域
自
体
の
歴
史
の
展
開
と
し
て
の
把
握
は
な
い
。

②
小
林
茂
「
奇
兵
隊
の
構
成
｜
『
長
藩
奇
兵
隊
名
鑑
』
の
分
析
」
（
『
郷

土
』
一
一
一
号
・
一
九
六
六
）

井
上
勝
生
「
討
幕
派
軍
隊
の
兵
士
と
農
民
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一

二
四
号
・
一
九
七
二
）

③
『
忠
正
公
伝
』
（
稿
本
二
一
三
編
八
章

④
念
の
た
め
文
書
照
会
も
し
た
。
そ
の
国
立
公
文
書
館
係
員
に
よ
る

点
検
で
も
「
肩
書
等
の
記
載
は
い
っ
さ
い
あ
り
ま
せ
ん
L

と
い
う
結

果
で
あ
る
こ
九
八
一
年
八
月
）
。

⑤
例
の
脱
隊
反
乱
（
明
治
二
j
三
年
）
の
背
景
に
も
土
地
革
命
へ
の

期
待
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
る
。
「隊
の
世
に
な
り
た
ら
パ
田
畠
ハ
作

り
取
り
に
も
な
り
：
：
：
」
（
金
津
家
文
書
）
な
ど
と
取
沙
汰
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
年
貢
軽
減
を
求
め
て
他
県
へ
の
流
出
も
生
起
し
て
お
り
（
『
学

園
杉
先
生
伝
』
）
、
封
建
的
収
奪
体
制
か
ら
の
解
放
こ
そ
農
民
動
向
H

寸
危
機
」
の
根
底
に
あ
る
。
「
石
懸
り
物
減
ズ
ル
事
第
一
ナ
リ」
、
い

み
じ
く
も
中
央
政
府
で
井
上
馨
が
そ
う
断
言
し
て
い
る
（
『
世
外
井

上
公
伝
』
）
。



山
口
県

「忠
孝
節
義
」

褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

表9 山口県民の意謝傾向の特異性

(1978年NH K全国県民意識調査から）

全国順位 内 % 空会マ
’口す

匁E
s=, 回

第 1位
多少自分の考えに合わない点があ ってもみんなの意見ド

』 I82. 4 
合わせたいと思う 。

，， 人間にはそれぞれ分に応 じた生活があるのだから、あま

り不満を持つべきではないと思う 。

天皇は尊敬すべき存在だと思う 。

公共の利益のためには、個人の権利が多少制限されでも

やむをえないと思う 。

税金があがっても、社会福祉をもっと充実してほしいと
目ト

心、フD

80.9 

70.8 

66.5 

61. 7 

第号位 ｜世の中が変わっても農業は国の基本だと思う 。 86. 7 

国や役所のやることには従っておいたほうがよいと思う 。 I58. 3 

第 3位｜家庭生活ではひとりひとりが好きなことをして過ごすよ I 93 7 
りも家族の団らんを大切にしたいと思う 。 ． 

，， 今の世の中では、自分のことばかり考えて、ほかの人の I 83. 5 
ことには無関心の人が多いと思う 。

，， ふただい。んの生活はできるだけ切りつめてお金や財産を残し I 57. o 

，， 今の世の中では、義理人情がすたれて暮らしにくくな つ I53. 2 
lたと思う 。

，， 子と思どもう。の教育には生活をきりつめても金をかけるべき戸ーI53. 1 

第 4位 山口県というところが好きである。 90.4 
，， 今住んでいる所は、住みよい所だと思っている。 88.8 
，， 昔からあるしきたりは尊重すべきだと思う 。 68.4 

今の世の中では、実力があ っても学歴がなければなかな I 68. 2 
か言忍めてくれない。

，， 下水道、ゴミ処理などの環境衛生はよい。 I 68. 2 

一一 年上の人の云うことには自分をおさえても従うほうがよ I 47 1 
七

，， 
いと思う 0 ． 

男と女では、全体として能力に差があると思 う。 46.9 

レジャー、娯楽施設はととのっている。 26.5 

働 くということはつらいことだと思う 。 21. 4 

(NH K世論調査所編『日本人の県民性jから作成）



山
口
県
「
忠
孝
節
義
」
褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
北
川

⑥
三
宅
紹
官
一「
明
治
初
期
山
口
藩
に
お
け
る
農
民
斗
争
と
民
政
」
（
『
史

学
研
究
五
十
周
年
記
念
論
叢
』
一
九
八

0
・
福
武
書
店
）

⑦
『
中
野
半
左
衛
門
日
記
』
明
治
三
年
正
月
の
条
で
も
見
る
と
よ
い
。

「
庄
屋
中
不
残
さ
し
か
え
L

（
大
田
一
授
）、

「
庄
屋
こ
わ
し
」
（
熊
毛

一
撲
）
、
「
庄
屋
畔
頭
を
百
姓
の
方
ニ
捕
」
（
曽
根
一
撲
）
な
ど
と
通

報
さ
れ
て
い
る
。

明
治
四
年
九
月
清
末
一
撲
で
も
「
戸
長

・
副
戸
長
等
よ
り
：
：
：
征
伐

せ
よ
L

と
叫
ば
れ
て
い
る

（
『
豊
東
村
史
』
）
。

③
中
村
卯
四
郎
『
学
闘
杉
先
生
伝
』
（
一
九
三
五
・
松
陰
研
究
会
）

⑨
『
教
諭
書
』
（
原
田
家
文
書
）

⑬
褒
賞
に
階
層
性
は
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。藩
政
期
に
あ
っ
て
も
「
小

農
へ
中
農
の
御
称
美
、
文
中
農
へ
上
農
の
御
賞
美
も
難
被
仰
付
候
、

其
上
上
農
の
者
も
御
賞
美
方
至
御
六
ケ
敷
、
往
々
煩
敷
御
事
奉
存
候

事
」
（
『
上
農
中
農
下
農
判
断
書
』
）
と
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば

「
一

統
百
姓
の
名
目
ニ
て
も
、
持
録
多
少
と
古
き
家
筋
ニ
因
て
自
然
と
上

中
下
の
品
相
立
居
候
」
か
ら
だ
と
い
う
。

⑪
『
孝
義
褒
賞
』
明
治
四
i
八
（
山
口
県
庁
文
書
）

⑫
山
口
県
初
期
褒
賞
の
「
特
徴
」
と
し
て
、
藤
田
省
三
氏
は
次
の
三

点
を
あ
げ
て
い
る
。

二
八

川
山
口
県
褒
賞
は
他
府
県
と
異
な
っ
て
明
治
五
年
に
「
却
て
多
く
＼
「
啓

蒙
運
動
の
中
」
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

ω
褒
賞
対
象
が

「殆
ん
ど
：
：
：
村
役
人
層
に
限
ら
れ
て
い
る
L

こ
と
。

ω褒
賞
事
由
に

「国
家
観
念
」
を
強
調
す
る
文
辞
が
「
必
ず
見
出
さ
れ

ヲ

hv
」
こ
ん
」
。



〈
史
料
紹
介
〉

東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料

東
寺
百
合
文
書
は
、
京
都
市
南
区
九
条
町
に
あ
る
東
寺
（
教
王

護
国
寺
）
の
宝
蔵
で
永
年
襲
蔵
さ
れ
て
き
た
約
二
万
点
の
文
書
で

あ
る
。
こ
れ
が
文
化
財
保
護
の
目
的
で
京
都
府
に
よ
っ
て
購
入
さ

れ
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
移
管
さ
れ
た
の
は
一
九
六
七
年
の

」
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ご
同
館
古
文
書
課
（
の
ち
歴
史
資
料
課

に
お
い
て
整
理
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
現
在
で
は
、
「
東
寺
百
合

文
書
目
録
第
一

i
第
五
」
（
一
九
七
六
j
七
九
年
刊
、
以
下
「
百

合
目
録
L

と
略
記
）
に
も
と

J

つ
い
て
、
原
本
が
公
開
閲
覧
に
供
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
写
真
版
に
よ
る
閲
覧
も
可
能
な
体
制
が
と
ら

東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料
（
百
田

百

夫

田

Eヨ
Eヨ

れ
て
い
る
。
な
お
、
同
文
書
は

一
九
八

O
、
八
一
年
に
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
（
東
寺
百
合
文
書
二
四
、

O
一
四
通
H
三、

八
五
八
巻

一
七
二
冊
六
帖
六
七
幅
一
三
、
六
四
七
通
、
東
寺

観
智
院
伝
来
文
書
典
籍
類
七
九
通
H
二
九
巻
六
冊
二
帖
二
二
通
）
、

現
在
も
引
続
き
修
理
が
実
施
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
書
の
う
ち
、
防
長
の
地
域
に
関
す
る
史
料

①
 

と
し
て
は
、
東
寺
領
周
防
国
美
和
庄
兼
行
方
（
現
在
の
熊
毛
郡
大

和
町
大
字
三
輪、

田
布
施
町
大
字
宿
井
周
辺
）
に
関
す
る
も
の
、

②
 

及
び
大
内
義
興
の
山
城
国
守
護
在
任
（
永
正
五
j

一
五
年
、

一五

九



東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料
（
百
田

O
八
i
一
八
）
に
関
す
る
も
の
の
ふ
た
つ
が
、
主
な
る
構
成
要
素

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
周
知
の
こ
と
で
、
戦
前
の
山
口
県
史

編
纂
所
ご
九
三
七
j
四
五
）
に
お
い
て
も
稿
本
「
東
寺
百
合
文

③
 

書
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
稿
本
作
成
は
、
完
結

以
前
に
中
断
せ
ら
れ
た
も
の
の
如
く
で
、
百
合
の
文
書
の
う
ち
、

「
い
」
「
ほ
」
「
へ
」
「
ち
」
「
り
」
「
ゐ
」
「
ミ
」

＠
 

O
通
ほ
ど
が
収
載
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

の
各
函
よ
り
、

こ
こ
で
は
、
「
百
合
目
録
」
の
文
書
名
に
表
現
さ
れ
た
地
名
と

人
名
に
依
拠
し
て
、
防
長
関
係
の
史
料
を
検
索
し
、
そ
の
編
年
目

録
化
を
試
み
た
。
し
た
が
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
の
場
合
は

因。
⑦
 

（
事
例
）
康
応
元
年
兼
行
方
年
貢
運
送
注
文
（
京
都
大
学
所
蔵
教

王
護
国
寺
文
書
）
、
応
安
6

・
8
－

m周
防
国
美
和
庄
兼
行
方
文

③
 

書
案
（
国
立
国
会
国
書
館
本
東
寺
百
合
古
文
書
九
十
九
）
な
ど

検
索
の
作
業
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
貞
和
5
・
⑥
－

m周
防

国
美
和
庄
兼
行
方
文
書
案
の
う
ち
暦
応
4

・
日
・
幻
足
利
直
義
裁

一一

許
状
案
（
⑫
口
）
か
ら
、
そ
の
日
付
に
よ
り
、
暦
応
4
・
日
・
幻

足
利
直
義
裁
許
状
（
⑬
）
を
索
引
す
る
な
ど
の
手
順
を
と
っ
た
。

ま
た
、
目
録
の
編
成
は
、
複
数
の
正
文
・
案
文
の
あ
る
場
合
、
正

文
を
立
項
さ
せ
る
（
た
と
え
ば
⑬
）
と
と
も
に
、
案
文
も
〔

で
併
記
す
る

（〔⑬
A
、
⑬
B
、
⑬
C
〕）、

ま
た
、
連
券
・
書
継

要
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

検
索
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
他
日
の
精
査
を
必
案
文
中
の
個
々
の
文
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
文
書
と
し
て
も
重

出
立
項
さ
せ
る
（
た
と
え
ば
⑦
と
①
、
⑥
）
と
と
も
に
、
原
文
書

。
防
長
関
係
の
地
名
・
人
名
が
文
書
名
と
し
て
は
表
現
さ
れ
な
い

場
合

⑤
 

（
事
例
）
貞
治
4
・
6
月
日
東
寺
雑
掌
申
状
案
、
康
暦
元
・

6
月

＠
 

日
東
寺
雑
掌
頼
勝
申
状
案
（
最
勝
光
院
評
定
引
付
所
引
）
な
ど

「百
合
目
録
」
収
録
外
の
東
寺
旧
蔵
諸
家
所
有
文
書
の
場
合

は

〕
で
指
示
す
る
（
①
〔
⑦
付
〕
、
⑥
〔
⑦

ω〕
）
こ
と
と
し
た
。

」
の
単
純
な
作
業
の
結
果
、
煩
鎖
な
体
裁
と
な
っ
た
が
、
正
文
と

案
文
、
案
文
と
案
文
の
つ
な
が
り
を
無
視
せ
ぬ
意
図
か
ら
の
一
案

で
あ
る
。
な
お
、
付
載
し
え
た
花
押
に
は
一
連
番
号
を
与
え
て
指

示
し
、
ま
た
、
私
按
に
は

〕
を
付
し
た
。



以
下
、
項
目
ご
と
の
記
載
は

つ
ぎ
の
事
項
の
う
ち
、
該
当
の

も
の
と
す
る
（

ωj凶
、
問
、

川
は
コ
日
合
回
録
」

に
よ
る
）
。

川
編
年
番
号

ω文
書
作
成
年
月
日

川
文
書
名
凶
料
紙
の

紙
一
質
（
宿
紙
等
の
場
合
）
、
形
式
（
堅
紙
以
外
の
場
合
）
、
欠
損

寸
法
同
紙
数
川
端
裏
書
、
端
書
、
奥
書

川
差
出
↓
充
所
（
ま

た
は
書
出

同
封
紙
ウ
ワ
書
、
切
封
帯
、
封
墨
引

川
函
別
文

附
図
、
回
、
困
（
そ
れ
ぞ
れ
、

「大
日
本
史
料
」
、
「大

日
本
古
文
書
」
、
旧
山
口
県
史
編
纂
所
稿
本

「東
寺
．
白
合
文
書
」

書
番
号

で
の
収
載
の
場
合
）

川
※
（
「百
合
固
録
」
で
の
新
史
料
の
場
合

註
①

川

御
薗
生
翁
甫

「防
長
地
名
測
鑑
」
（
一
九
竺
二
年
、
増
補

版
一
九
七
四
）
、
山
清
水
正
健

「荘
園
志
料
」
（
一
九
三
一二
）
、
川
田

村
哲
夫
「
防
長
庄
園
の
地
域
的
考
察
（前
編
）
L

（山
口
県
文
書
館
研

究
紀
要
二
、一

九
七
一
二
）
、
川
奈
良
本
辰
也

・
一一
一坂
圭
治
「
山
口
県

の
地
名
」
（
一
九
八

O
）
、
同
国
守
進
「
大
和
町
史
第
三
編
中
世
」
（一

九
八
一
二
）
な
ど
参
照
。

②
川
広
永
達
夫

「大
内
義
興
の
山
城
守
護
に
就
い
て
」
（
防
長
文
了
、

化
二
ー

一
、
一
九
三
八
）
、
山
今
谷
明
寸
増
訂
室
町
幕
府
侍
所
頭
人

並
山
城
守
護
・付
所
司
代

・
守
護
代
・
郡
代
補
任
沿
革
考
証
稿
（
下
）
L

東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料
（
汀
田

（「点
都
市
史
編
さ
ん
通
信
」
七
四
、
一
九
七
五
）
、
「
京
都
便
覧

山
城
守
護
」
（
「
京
都
の
歴
史
」
叩
、
一
九
七
六
）
な
ど
参
照
。
後
掲

⑫
l
＠
に
つ
川
て
は
山
の
援
用
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

③

山
口
県
文
書
館
架
蔵
（
請
求
番
号
l
県
史
二
九
四
）
。
「
王
政

復
古
七
十
年
記
念

山
口
県
史
編
纂
所
」
用
筆
三
五
「
に
筆
写
さ
れ

て
い
る
。

④

寸

い

」
j

「
り
」
の
一
七
通
と
、

「
ゐ
L

「
ミ
L

の
二
二
通
と
で

筆
跡
が
異
な
り
、
前
者
は
、

「大
日
本
古
文
書
東
寺
文
書
一
1
1
阿
」

二
九
一
一

i
一一
一九
年
刊
）
に
拠
っ
た
も
の
と
覚
し
い
。
た
だ
し
、

現
状
で
は
、
函
順
で
な
く
、
ほ
ぽ
年
代
順
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
。
内

訳
は
、
後
掲
④
、
⑤
、
⑤
A
、
⑨
、
⑬
、
⑬
B
、
⑬
、
⑬
、
⑬
、
⑬
、

＠
、
⑮
、
⑩
、
⑩
A
の
ほ
か
、
つ
ぎ
の
一
六
通
で
あ
る
。

（
南
京

）

安
貞
2

・
8

・
5
修
明
門
院
処
分
状
案
（
周
防
国
東
荷
庄
云

々

）

ほ

二

七

付

文
永
2
・
7

・
9
後
深
草
上
皇
院
宣
案

（
周
防
国
秋
穂
二
嶋
庄

一

玄

々

）

ゐ

一

正
和
3

・
7
・
3
在
宮
尊
治
親
王
令
旨

案

へ

二

ハ

元
徳
2
・

一止

・
お
後
醍
醐
天
皇
論
旨
案

（備
中
国
新
見
庄
為
周

防
国
美
和
庄
替
云
々

）

ゐ

同
O
け

、

東

南

院

2
・
2

・
3
凡
僧
別
当
尋
中
山
花
行
状
案
（
備
中
国

新
見
庄
為
周
防
国
美
和
庄
替
云
々
）
ゐ
二
八
什

（元
徳
2）
ロ－

m興
福
寺
東
北
院
覚
円
書
状
（
美
和
庄
云
々
）

り
一
九
三

四



東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料
（
財
団

建
武
3
・

9

・

日

東

寺

長

者

御

教

書

案

ゐ

二
八

ω

康
永
2

・

5

・

日

安

富

行

長

書

状

案

ゐ

二
八
日

観
応
3
・
7
・

4
室
町
幕
府
引
付
頭
人
奉
喜
一
伊
ゐ
二
八
円

康
暦
2
・
2
－

M
室
町
幕
府
御
教
書
（大
内
介
入
道
云
々
）い

一
一

応
仁
比
・

6

・
幻
斯
波
義

廉

下

知

状

り

一

0
0

一
同
川
明
り

μ
一

文
明
2
年
廿

一
円
方
評
定
引
付
7
片
日
目
条

（大
内
殿
ヨ
リ

云

々

）

ち

一

九

｛政
弘
｝

文
明
5
年
廿
一
円
方
評
定
引
付
7
月
幻
日
条
（
大
内
殿
エ

云
々
）

ち

二

O

（
欠
年
）

ロ
・
ロ
河
野
通
審

巻

数

返

事

り

一

九

一

四

（周
防
一

（欠
年
片
白
）

聞東
勝
光
院
領
被
物
月
宛
注
文
（
美
和
云
々
）

へ
二
二
二

（

ク

）

廿

一
口
方
正
文
々
書
目
録
（
周
防
出
雲
両
国
段

銭

御

教

書

云

々

）

へ

二

二

九

⑤
「
大
日
本
史
料
」
第
六
編
之
二
十
五
（
一
九
三

二
、
八
七

O

頁
所
収
。
便
宜
上
、
＠
と
し
て
後
掲
。

⑥

註

①

の

川
1
凶
所
引
。

⑦
註
①
の
問
所
引
。

③
「
大
日
本
史
料
」
第
六
編
之
三
十
九
二
九
八
三
）、

頁
所
引
。

四



①
〔
徳
治
3
・
4
・
印
〕
後
宇
多
上
皇
院
宣
案

東
北
院
法
印
御
房
」

〔①
A
貞
治
3

・
ロ

・
4
周
防
国
美
和
圧
兼
行
方
文
書
案
臼
リ
⑪
け
二
日
は
追
市
書
部
分
の
案
文
〕

②
〔
（
正
中
2
・
3
月
日
）
〕
最
勝
光
院
領
庄
園
目
録
抄
〔
貞
治
3
・
ロ
・

4
（
前
出
）H
H
⑪
け
二
付
〕

③
〔
ク

3
・
3
・
日
〕
太
政
官
牒
抄
〔
貞
治
3
・ロ

・
4
（
前
出
）
口
H
⑪
け
二

ω〕

④
〔
嘉
暦
3

・
叩
・

日
〕
後
伏
見
上
皇
院
宣
案
〔
貞
治
3

・
ロ

・
4
周
防
国
美
和
庄
兼
行
方
文
書
案
付
H
⑩
ゐ
三
七
付
国

帥
法
印
御
房
」

〔④
A
正
慶
2

・
2

・
n最
勝
光
院
執
務
職
等
文
書
案
（
二
九

・
一
〉
〈
四
五

・
一

1
紙
）付
も

案

文

〕

〔

イ

二

九

付
〕

⑤

ク

3
－

m
－

m
北
条
守
時
請
文
案
（
こ

の
文
書
の
奥
に
正
中
2
・
3
月
日
付
最
勝
光
院
領
庄
園
目
録
〔同
上
案
H

ゆ
一
二
九
・
三
×
四

O

五
－
七
日
紙
〕
の
叫
即
応
W
酔
勢
和
島
に
関
す
る
抜
書
が
あ
る
。
）
二
九
・
七
×
四

0
・
九

1
紙

「相
模
守
守
時
裏
判

」

充

所
ナ
シ
（
書
出
）
「
最
勝
光
院
執
務
職
井
周
防
国
美
和
庄
事
」

ミ
二
九
園

〔⑤
A
貞
治
3

・
ロ
・

4
（
前
出
）
四
日
⑮
ゐ
三
七
四
国
も
案
文
〕

⑥
〔
元
徳
2
・
正
－

m〕
後
醍
醐
天
皇
論
旨
案

〔
元
徳
2
・
正

－

m（
前
出
）
口
H
⑦
ウ
三

O
U〕
〔
「
中
宮
亮
半
L

↓

「
謹
上
東
北
院
僧
正
御
房
L

⑦

ク

2
・
正

－

m
春
日
社
領
周
防
国
美
和
庄
文
書
案
付
徳
治
3
・
4

・
印
〔
①
〕

三
三

・
五
×
五
三

・
六

1
紙

口
元
徳
2
・
正
－

m

〔⑥
〕

一二
三

・
六
×
五
一

・
一

1
紙
（
端
裏
書
）
「院
宣
案
L

ウ
三
O
H
l
口

③

正

慶

2
・
2

・
凶

景
光
静
止
即
酌
勢
和
島
和
作
か
所
務
職
請
文

三
三

・
二
×
五
一

・
五

］
紙
（
端
裏
書
）
「門
川
川

U
L
「
景
光
（
花
押
お
）

L

充
所
ナ
シ
（
書
出
）
「
請
申
／
最
勝
光
院
御
領
周
防
国
美
和
庄
内
兼
行
／
方
当
年
所
務
職
事
（
御
年
貢
井
色
々
雑
物
等
国
斗

定
四
十
石
）

」

レ

二
九

〔③
A
貞
治
3

・
ロ
・

4
（
前
出
）
回
H
⑪
け
二
回
は
案
文
〕

（可

野

）

資

名

卿

在

リ

⑨

〔
タ

2
・
2

・
n〕
後
伏
見
上
皇
院
宣
案

〔
貞
治
3
・
ロ
・

4
（
前
出
）
口
H
⑩
ゐ
三
七

ω困
〕

権

大

納
言
半
」
↓
「
謹
上

東

寺
長
者
僧
正
房
」

〔⑨
A
正
慶
2
・
2
－
m最
勝
光
院
執
務
職
等
文
書
案
（
二
九
・
一
×
四
五

・
一

l
紙）
口
も

案

文

〕

〔

イ
二
九
口
〕

⑬
〔
建
武
3
・
9

・
8
〕
光
厳
上
皇
院
宣
案
〔
貞
治
3
・
ロ

・
4
（前
出
）臼
H
⑩
ゐ
三
七
日
園
〕
「
隆
蔭
L

↓
「
謹
上
東
寺
長
者
僧
正
房
」

〔
元
徳
2
・
正
－

m春
日
社
領
周
防
国
美
和
庄
文
書
案
H
H
⑦
ウ
三
O
H〕
「権
右
中
弁
半
」
↓
「
謹
上

吉
野
）

1

宝
菩
提
院

「
資
名
L

↓
「

東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料
（
百
田

四



東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料
（
百
田

四
四

⑪
〔
タ

〔⑬
A
建
武
3
・
ロ
・

8
最
勝
光
院
文
書
案
（
三
七

・
八
×
四

一
・
O

I
紙
）

付

も

案

文

〕

〔

ゐ

二

一

付

〕

4・

5
－
M
〕
曽
我
時
長
周
防
国
美
和
庄
兼
行
方
預
所
職
請
文
案
〔
貞
治
3
・
ロ
・
4
（前
出
）的
H
⑪
け
ニ
的
〕
（
端
書
）
「
曽
我
七
郎
左
衛

門
尉
時
長
請
文
」

「時
長
在
判

L

充
所
ナ
シ
（
書
出
）
「
請
申
最
勝
光
院
御
領
周
防
国
美
和
庄
内
兼
行
／
方
預
所
職
事
（
御

年
貢
米
京
定
贈
拾
石
ご

⑫
〔
（
暦
応
2
）
2
・
b
下
真
祐
書
状
案
〔
貞
治
3
・
ロ

・
4
（
前
出
）

ω
H⑪
け
二
川
〕
「
真
祐
」
↓
「
屋
地
彦
六
殿
」

⑬
〔
タ

2
・
2
・
凹
〕
周
防
国
美
和
庄
兼
行
方
年
貢
未
進
注
進
状
案
〔
貞
治
3
・
ロ
・

4
（前
出
）肘
H
⑪
け
二
回
〕
差
出
・
充
所
ナ
シ
「
兼
行
方

（
級
お
恨
）

建
武
四
年
円
什
什

U
事
／
合
四
拾
石
」

〔

性

戚

カ

〕

可

⑬
〔

0

4

・
④
・

μ
〕
室
町
幕
府
引
付
頭
人
奉
書
案
〔
貞
治
3
・
ロ
・

4
（
前
出
）

ωH⑪
け
二
同
〕
（
端
書
）
「
安
威
入
道
」
「
修
理
権
大
夫

1
L↓

「曽
我
六
郎
左
衛
門
尉
殿
」

⑬

0

4

・
日
・
幻

足
利
直
義
裁
許
状

三
四
・
五
×
五
四
・
四
1
紙
（
端
裏
付
護
）
「
東
寺
」
「
左
兵
衛
督
源
朝
臣
（
花
押
）
」
充
所
ナ
シ

（
書
出
）
「東

寺

雑

掌

光

信

申

周

防

国

美

和

庄

内

／

兼

行

方

事

」

ホ

二

一

－

（奥書）

〔⑬
A
貞
和
5
・
⑥
・

m周
防
国
美
和
庄
兼
行
方
文
書
案
口
リ
⑫
ノ
一
五
口
（
「右

正
文
井
時
長
請
文
正
文
（
一
思
詰
貼
）
十

b
I

貞
治
3
・
ロ
・

4
（
前
出
）
内
H
⑩
ゐ
三
七
肘
困
圏
、
⑬
C
貞
治
3
・
ロ
・

4
（
前
出
）
同
日
⑪
け
二
回
（「
安
威
入
道
」
）
は
案

文〕

⑬
〔

0

4

・
ロ
－

M
〕
室
前
惇
府
引
付
頭
仏
諒
言
案
〔
康
永
元
・
7
月
日
東
寺
雑
掌
光
信
重
申
状
井
具
書
案
口
H
⑬
さ
三
百
円
図
「
修
理
権
大

夫
名
字
」
↓
「
曽
我
六
郎
、左

衛
門
尉
殿
L

（端
書）

（7
・4
）

〔⑬
A
貞
治
3
・
ロ
・

4
（前
出
）口
H

⑪
け
二
伺
（「門

U
」
）
も
案
文
〕

⑪
〔
康
永
元
・

7
月
日
〕
東
寺
雑
掌
光
信
重
申
状
〔
康
永
元
・

7
月
日
（
前
出
）

H
H
⑬
さ
二
ニ
寸
国
（
端
裏
書
）
「
東
寺
雑
掌
重
申
状

七

回

（

〔

恩

五

巴

（7
・4
）

」
差
出
・
充
所
ナ
シ

（書
出
）
「
東
寺
雑
掌
光
信
重
言
上
」
「
（裏
花
押
お
）L

⑬
ク
元
・
7
月
日
東
寺
雑
掌
光
信
重
申
状
井
具
書
案
付
康
永
元
・
7
月
日
〔
⑪
〕

三
二

・
九
×
五
二
・

三

〔
⑬
〕
二
七
・
九
×
三
三

・
六

1
紙

⑬

〔
。
元
・

7
・

4
〕
室
町
幕
府
引
付
頭
人
奉
書
案
〔
貞
治
3
・
ロ
・

4
（
前
出
）
同
日
⑪
け
二
回
〕

戸

t
口良
貞
家
］
ケ
十
一
司，

（
マ
マ

ヱ
長
弘
）

書
有
之
L

「
修
理
権
大
夫
コ
1
1」
↓
「
太
内
豊
前
々
司
殿
L

康
永
一
冗

日
暦
応
4
・
ロ
－

m

さ
一
コ
ド
一
砕
口
困

（
奥
書
）
「
此
時
雑
掌
申
状
、
奉
行
書
銘
、
具

車氏



＠ 

一冗
・
日
・
お
〕
周
防
国
守
護
大
内
長
弘
請
文
案

中
十

L

↓
「
進
上
御
奉
行
所
」

一
上
杉
判
定
－

3
・
ロ
・

8

室
町
幕
府
引
付
頭
人
奉
書

三
二

・
四
×
五
一
・
四

l
紙
「
散
位
（
花
押
）
」
↓
「
曽
我
六
郎
左
衛
門
尉
殿
L

〔⑫
A
貞
治
3
・
ロ
・

4
（前
出
）出
H
⑪
ゐ
三
七
出
、
＠
B
貞
治
3
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四
日
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興
重
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四
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押
日
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夫
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守
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雄
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半
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守
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左
京
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夫
殿
L

〔
メ
二
七
八
口
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〕

（
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｝

川
叫
d

〔
山
城
国
守
護
代
〕
杉
興
重
奉
書
案
（
折
紙
）
二
八
・
七
×
四

0
・
0

（端
裏
書
）
「
虫
払
田
事
也
」
「
興
重
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「能
美

源

次

郎

殿

／

能

美

弥

次

郎

殿

」

ツ

一

八

O
圏

内
除
瞥
宅
賢
書
状
二
九
・

O
×

四

八

一

（

書

出

）

「

貴

札

之

趣

委

細

拝

見

仕

候

了

」

ほ

八
四
国
園

大
内
義
弘
書
状
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日
・

7
・
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年
未
詳
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3
・
4

紙

「沙
弥
智
得
（
花
押
幻
）
L

充
所
ナ
シ

⑮ 

3
－

m
 

二
0
・
六
×
五

O

車氏

「左
京
権
大
夫
義
弘
（
花
押
3
）」
↓
「
謹
上

人
々
御
中

り

田
園

東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料
（
百
田

五
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東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料
（
百
田

3
・
幻
沓
屋
周
重
書
状

安
富
定
国
書
状
案

寺」

卯
・
口
〕
周
防
国
美
和
庄
兼
行
方
年
貢
代
銭
請
取
案
〔
（
年
未
詳
）
卯
・
口
（
前
出
）
口
リ
⑫
サ
二
八
四
口
〕

判
」
充
所
ナ
シ
（
書
出
）
「
請
取
兼
行
御
年
貢
銭
事
／
合
弐
拾
貫
文
者
」

周
防
国
美
和
庄
兼
行
方
文
書
案
二
七
・
九
×
四
五
・
五

I
紙

付
（
年
未
詳
）
卯
・
口
〔
⑩
〕

nua

ヴ
d

口
H
J

1
i

戸

h
d

・

司

i

7
－

m
 

7
－

m
 

0
0

・A
斗

n
k
u

・
n司
u

口『υ

・
η

、u

ny
－

p
h
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ニ
0
・
五
×
九
八

2 
紙

「
東
寺
宝
泉
院
御
坊
中

「
周
重
（
花
押
印
）
」
↓

進

之

候

」

〔
（
年
未
詳
）
卯
・
口
周
防
国
美
和
庄
兼
行
方
文
書
案

H
H⑫
サ
二
八
四
付
〕

五安
面

定
国礼
半lj 紙

行マ切
＋二封

iE墨
泉ー引

東

寺

同

雑

掌

納
所
判
／

日
（
年
未
詳
）
卯
・
口
〔
⑪
〕

サ
二
八
四
付
i
口
※

内
藤
盛
賢
書
状
〔
封
紙
〕
四
六

・
九
×

二
八
・
五

1
紙

本

紙

二

九

・

六
×
四
八
・

0

1
紙
「
盛
賢
（
花
押
剖
）
」
↓

「
安
富
左
衛
門
大
夫
人
道
殿
」
切
封
帯
ア
リ
端
裏
切
封
墨
引
（
封
紙
ウ
ワ
書
）
「
安
富
左
衛
門
大
夫
人
道
殿
盛
賢
」

サ
二
九
戸
※
（
封
紙
）

〔

占

出

〕

〔

内

藤

山

〔
豊
前
謹
鴇
大
内
教
弘
（
カ
）
〕
奉
行
人
連
署
奉
書
二
九
・
二
×
九
五
・
八

2
紙

「重
澄
（
花
押
汎
）
／
盛
世
（
花
押
幻
）
」

↓

「

杉

伯

嘗

守

殿

」

礼

紙

切

封

墨

引

カ

一

九

O

〔

飯

出

〕

〔

内

縁

〕

〔
長
門
国
守
護
大
内
教
弘
（
カ
）
〕
奉
行
人
連
署
奉
書
二
九
・
一
ニ
×
九
六
・
九

2
紙
「
秀
家
（
花
押
1
）
／
盛
世
（
花
押
詑
）
L

［
弘
忠
〕

↓
寸
鷲
頭
肥
前
守
殿
L

切

封

帯

ア

リ

礼

紙

切

封

墨

引

カ

一

九

一

住
昏
蜘
密
書
状

二
八

・
九
×
九
四
・
四

2
紙
「
成
重
（
花
押
5

）」
↓
「
東
寺
多
賀
井
殿
進
之
候
」
切
封
帯
ア
リ
礼
紙

切

封

墨

引

さ

一

六

七

杉
弘
国
書
状

二
七
・
五
×
九

0
・一

2
紙
「
弘
国
（
花
押
げ
）
」

充
所
ナ
シ
（
書
出
）「
昨
日
為
使
参
候
処
」
（
礼
紙
切

切封
）

（墨
引
）

杉
右
京
亮

t

封
ウ
ワ
書
）「

L

切
封
帯
ア
j

り
一
六
一
回

0

0

東
寺
御

役

人

御

中

弘

国

l

内
藤
智
得
書
状
〔
封
紙
〕
四
八
・

O
×
三
0
・
三

1
紙

本

紙

三
0
・
八
×
九
九
・
四

2
紙

「沙
弥
智
得
（
花
押
お
）
」

「内
藤
入
道

充
所
ナ
シ
（
書
出
）
「
貴
札
之
旨
拝
見
仕
候
了
」

（

封

紙

ウ

ワ

書

）

」

カ

一

九

七

沙
弥
智
得

沓
屋
成
重
書
状
〔
封
紙
〕
四
九
・

三
×
三
0
・
七

1
紙

本

紙

三
0
・
六
×
一
五

0
・

一

「

帯

万

尉

成

重

（

花

押

く
つ
の
や
の
た
て
わ
き

6
）
」
↓
「
謹
上
高
井
殿
」

（封

紙

ウ

ワ

書

）

「

謹

上

帯

刀

尉

成

重
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カ
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八

高
井
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〈
史
料
紹
介
〉

大
正
昭
和
初
期
山
口
県
下
の
新
聞
紙
発
行
状
況

戸

島

日刀口

近
代
に
お
け
る
活
版
印
刷
技
術
の
導
入
に
よ
っ
て

一
般
知
識

の
山
口
町
で
は
、
同
十
七
年
（
一
八
八
四
）
七
月
に
県
会
議
長
吉

層
を
対
象
と
す
る
廉
価
な
印
刷
物
の
発
行
が
容
易
な
も
の
と
な

富
簡
一
の
手
で
政
治
色
の
強
い
本
格
的
な
『
防
長
新
聞
』
が
創
刊

り
、
地
方
で
は
都
市
部
で
発
刊
さ
れ
る
新
聞
紙
を
郵
便
で
購
読
す
さ
れ
て
お
り
、
県
政
推
進
の
一
翼
を
担
わ
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
中

る
状
況
が
進
展
し
、

や
が
て
全
国
各
地
に
も
種
々
の
地
方
新
聞
が

央
か
ら
入
っ
て
く
る
自
由
民
権
運
動
思
想
に
対
抗
す
る
強
力
な
手

創
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
歩
調
は
、
自
由
民
権
運
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

動
の
進
展
に
よ
る
政
治
的
関
心
度
の
高
ま
り
に
伴
っ
て
、

大
℃
り
に

一
方
、
経
済
的
な
中
心
地
と
し
て
の
赤
間
関
で
は
、
明
治
十

決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

年

二

八

八

O

一
月
に
『
馬
関
物
価
日
報
』
が
創
刊
さ
れ
て
お

す
な
わ
ち
、
山
口
県
下
に
あ
っ
て
も
、
明
治
六
年
二
八
七

り
、
そ
れ
以
後
も
実
業
的
性
格
の
強
い
新
聞
の
刊
行
が
続
い
て
い

一
月
の

『
山
口
県
新
聞
』
を
暗
矢
と
し
て
、
県
庁
所
在
地
と
し
て

る

大
正
昭
和
初
期
山
口
県
下
の
新
聞
紙
発
行
状
況
（
戸
島
）

五
七



大
正
昭
和
初
期
山
口
県
下
の
新
聞
紙
発
行
状
況
（
戸
島

そ
の
後
、
明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
、
衆
議
院
議
員
や
地
方
議
格
を
有
す
る
新
聞
な
り
」
と
主
張
し
、
こ
と
さ
ら
に
他
の

「県
下

五
八

創
刊
の
勢
い
は
県
内
各
地
に
も
波
及
し
、
中
央
や
地
方
議
会
に
お

会
議
員
の
選
挙
制
度
の
開
始
に
伴
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
地
方
新
聞
新
聞
の
色
彩
」
を
「
防
長
新
聞
厳
正
中
立
、
関
門
日
々
同
志
会

機
関
、
馬
関
毎
日
政
友
会
機
関
、
長
周
日
々
同
志
会
系
、
防
長

け
る
政
治
活
動
を
反
映
し
た
政
治
色
の
濃
い
新
聞
が
発
行
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
長
州
閥
官
僚
の
金
城
湯
池
と
し
て
の
山
口
県

内
で
は
、
中
央
議
会
に
お
け
る
政
党
化
を
批
判
す
る
空
気
が
支
配

的
で
、
新
聞
紙
面
の
政
党
的
色
彩
は
薄
か
っ
た
。

し
か
し
、
明
治
三
十
三
年
二
九

O
O
）
九
月
に
は
伊
藤
博
文

が
立
憲
政
友
会
を
創
設
し
て
第
三
次
伊
藤
内
閣
を
組
織
し
た
り

さ
ら
に
、
大
正
二
年
二
九
二
ニ
）
十
二
月
に
は
桂
太
郎
が
立
憲

同
志
会
を
組
織
し
て
政
友
会
勢
力
に
対
抗
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と

実
業
旗
峨
不
鮮
明
、
六
連
報
国
民
党
機
関
」
と
色
分
け
し
て
い

る
こ
と
か
、
り
し
て
、
ま
た
、
『
防
長
民
論
』
が
自
ら
を
「
厳
正
中
立
」

と
標
携
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
容
易
に
窮
え
る
時
流
で

あ
っ
た
。

史

料

解

題

史
料
1
は
、
中
川
望
知
事
か
ら
橋
本
正
治
知
事
へ
の
事
務
引
継

書
と
し
て
、
大
正
十
一
年
二
九
二
二
）

一
月
に
知
事
官
房
が
内

界
が
こ
れ
ら
中
央
に
お
け
る
政
党
政
治
の
変
転
に
左
右
さ
れ
て
、

な
ど
か
ら
、
伊
藤
や
桂
の
出
身
地
と
し
て
の
山
口
県
下
で
も
、
政
務
部
・
警
察
部
・
学
務
部
か
ら
報
告
を
求
め
て
編
綴
し
た

「元
山

口
県
知
事
中
川
望
・
山
口
県
知
事
橋
本
正
治
事
務
引
継
」
（
県

各
地
方
の
新
聞
も
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
色
に
塗
り
分
け
ら
れ
、
新
聞
庁
戦
前
B
五
四

O
ー

業
界
は
一
段
と
活
況
を
呈
し
始
め
て
い
る
。

」
の
傾
向
は
、
例
え
ば
大
正
四
年
二
九
一
五

二
月
の
『
徳

山
時
報
』
創
刊
号
が
、
「
本
紙
は
他
に
類
例
な
き
一
種
独
創
の
風
月
・
十
四
年
十
月
・
昭
和
四
年
七
月
・
五
年
九
月
・
八
年
八
月

こ
の
よ
う
な
「
長
官
事
務
引
継
書
」
は
、
他
に
大
正
十
三
年
十

山
口
県
文
書
館
蔵
）
の
一
部
分
を
な
す

も
の
で
あ
る
。



十
八
年
七
月
・
十
九
年
七
月

・
二
十
年
十
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の

が
残
存
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
大
正
十
一
年
・
十
三
年
・
昭
和
四

年
・
五
年
・
八
年
・
二
十
年
の
も
の
に
は
警
察
部
か
ら
提
出
さ
れ

た
「
演
述
書
」
が
収
め
ら
れ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
。
特
に
高
等
課

や
特
別
高
等
課
の
も
の
は
、
当
時
の
政
治
的
な
活
動
状
況
を
知
る

上
で
得
が
た
い
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
史
料
1
は
県
警
察
部
高
等
警
察
課
が
大
正
十
年
十

二
月
末
に
調
査
し
た
「
県
内
発
行
新
聞
紙
一
覧
L

で
あ
り
、
五
四

紙
に
及
ぶ
多
数
の
新
聞
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に

は
、
厳
密
に
は
新
聞
紙
の
範
鴎
に
入
れ
る
こ
と
が
不
適
切
な
雑
誌

要
な
手
懸
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

史
料
2
は
、
大
森
吉
五
郎
知
事
か
ら
黒
崎
真
也
知
事
へ
の

「事

務
引
継
書
」
の
一
部
分
で
、
や
は
り
高
等
課
が
昭
和
四
年
（
一
九

二
九
）
六
月
の
調
査
に
基
い
て
作
成
し
た

「県
下
新
聞
紙
一
覧
表
」

で
あ
る
が
か
な
り
そ
の
対
象
を
絞
り
込
ん
で
、
本
格
的
な
日
刊

隔
日
刊
新
聞
紙
に
限
定
し
て
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

」
れ
を
八
年
前
の
調
査
に
な
る
史
料
1
と
比
較
し
て
み
る
と

隔
日
刊
行
で
あ
っ
た
「
徳
山
新
聞
」
の
名
前
が
見
え
ず
、
大
正
十

年
末
の
調
査
で
あ
が
っ
て
い
た
月
十
回
刊
行
以
下
の
小
新
聞
の
多

く
は
統
廃
合
な
ど
も
あ
っ
て
姿
を
消
し
て
お
り
、
新
聞
紙
業
界
の

類
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
風
潮
厳
し
い
生
存
競
争
に
勝
ち
残
っ
て
、
日
刊
紙
に
上
昇
し
た
も
の
は

の
み
で
あ
っ
た
。

下
で
、
県
内
の
言
論
界
も
活
況
を
呈
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ

る
と
り
わ
け

「
備
考
」
欄
に
付
記
さ
れ
た
政
党
政
派
と
の
関
連

い
か
に
各
地
方
新
聞
紙
が
そ
の
当
時
の
政
界
と
結
紙
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
新
聞
購
読
者
層
の
拡
大
に
支
え
ら
れ
て

依
然
と
し
て
地
方
新
聞
の
創
刊
熱
は
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

は
興
味
深
く

び
付
い
て
色
分
け
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
紙
面
に
あ
ら
わ
れ
た
記
事
を
読
み
込
ん
で
い
く
上
で
の
重

大
正
昭
和
初
期
山
口
県
下
の
新
聞
紙
発
行
状
況
（
戸
島
）

『
宇
部
時
報
』

反
面
、
こ
の
六
年
間
に
新
し
く
創
刊
さ
れ
て
、
昭
和
四
年
六
月

の
調
査
で
初
め
て
登
場
し
て
き
た
日
刊
・
隔
日
刊
の
新
聞
名
は
四

ら
れ
る
。

五
九



大
正
昭
和
初
期
山
口
県
下
の
新
聞
紙
発
行
状
況
（
戸
島
）

六
O

史
料
3
は
、
黒
崎
知
事
か
ら
平
井
三
男
知
事
へ
の

「
事
務
引
継
数
以
下
の
各
記
載
内
容
に
も
か
な
り
の
変
動
が
あ
る
が
、
同
五
年

八
月
の
調
査
と
重
複
す
る
一
八
紙
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
省
略
し

書
」
の
一
部
分
で
、
同
様
に
高
等
課
が
昭
和
五
年
（
一
九
三

O

八
月
の
調
査
に
よ
っ
て
作
成
し
た
「
県
下
新
聞
紙
一
覧
表
」

で
あ

る

」
れ
を
史
料
2
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
だ
わ
ず
か
に
一
年
余

し
か
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
き
な
変
動
が
見
ら
れ

な
い
た
め
、
同
四
年
六
月
の
調
査
と
重
複
す
る
こ
O
紙
に
つ
い
て

は
省
略
し
た
が

め
ま
ぐ
る
し
い
政
友
会
と
民
政
党
の
政
権
交
代

に
影
響
さ
れ
て
、
全
二
三
紙
の
政
党
関
係
は
、
政
友
派

政
派
八
・
無
四
と
い
う
色
分
け
に
な
っ
て
お
り
、
政
党
関
係
「
無
L

が
減
少
し
て
一
段
と
政
党
的
色
彩
が
濃
く
な
っ
て
い
る
。

史
料
4
は
、
岡
田
周
造
知
事
か
ら
菊
山
嘉
男
知
事

へ
の

「
事
務

引
継
書
」
の
一
部
で
、
や
は
り
高
等
課
が
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）

八
月
の
調
査
に
基
い
て
作
成
し
た
「
県
下
日
刊
新
聞
紙
一
覧
表
」

で
あ
る
。

」
れ
も
同
様
に
、
史
料
3
と
比
較
し
て
み
る
と

二
年
の
聞
に

六
紙
が
姿
を
消
し
て
新
た
に
一
三
紙
が
登
場
し
て
お
り
、
発
行
回

た。
ま
た
、
八
五
三
二
紙
の
政
党
関
係
は
、
政
友
派
が
二
ハ
紙
に
増
え

た
も
の
の
、逆
に
民
政
派
が
六
紙
に
減
っ
て
お
り
、
政
党
関
係
「
無
L

が
八
紙
に
急
増
し
て
い
る
こ
と
と
勘
案
す
る
と
、
全
体
的
に
は
政

党
政
治
の
崩
壊
に
よ
っ
て
政
党
離
れ
現
象
が
始
ま
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

民

さ
ら
に
特
に
目
立
つ
こ
と
は
、
下
関
市
に
お
い
て
無
産
政
党
系

の
社
会
民
衆
党
が
『
明
倫
新
聞
』
五

O
O部
を
発
行
し
て
お
り

初
め
て
こ
の
調
査
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
史
料
l
j
4
に
対
比
し
て
、
昭
和
五
十
九
年
二
九
八

四
）
二
月
末
の
調
査
で
、
主
要
な
資
料
保
存
公
闘
機
関
に
お
け
る

山
口
県
内
発
行
新
聞
紙
の
架
蔵
状
況
が
わ
か
る
よ
う
に
し
た
も
の

が
附
表
1
1
4
で
あ
り
、
『
防
長
新
聞
』

に
つ
い
て
は
別
に
附
表

5
を
作
成
し
た
。



こ
の
附
表
の
う
ち
、
各
新
聞
紙
の
創
刊
日
に
つ
い
て
は
努
め
て

書
館
逐
次
刊
行
物
総
合
目
録
第
四
巻
中
国
編
四
国
編
』
（
昭
和
叫

調
査
を
行
な
っ
た
が
、
不
明
な
も
が
多
い
た
め
、
第
三
種
郵
便
物
年
・
国
立
国
会
図
書
館
刊
）
と
『
山
口
県
内
公
共
図
書
館
逐
次
刊

行
物
保
存
一
覧
』
（
山
口
図
書
館
協
会
報

N
0
口
付
録
・
昭
和
団

認
可
日
を
も
一
応
の
目
安
と
し
て
併
記
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
前
身
紙
の
認
可
日
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
記
載
し
て

い
る
も
の
や
、
途
中
で
再
認
可
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ

り
、
必
ず
し
も
役
に
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。

次
に
、
附
表

6

「
県
内
発
行
新
聞
紙
一
覧
（
追
加
）
」

に
つ
い

て
は
、
史
料
1
j
4
に
あ
が
っ
て
い
な
い
戦
前
の
県
内
新
聞
紙
を

諸
目
録
で
調
査
し
、
山
口
県
文
書
館
・
県
立
山
口
図
書
館
・
宇
部

市
立
図
書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
直
接
現
物
を
点
検
し
な

が
ら
、
史
料
1
1
4
の
様
式
に
準
拠
し
た
一
覧
表
の
作
成
を
試
み

た
。
こ
の
う
ち
、
島
新
聞
紙
の
発
行
人
と
編
集
人
に
つ
い
て
は

し
ば
し
ば
交
代
が
あ
り
、

そ
の
す
べ
て
を
あ
げ
る
こ
と
は
不
可
能

な
の
で
、
現
物
調
査
が
可
能
で
あ
っ
た
最
古
の
新
聞
紙
面
に
記
載

さ
れ
た
人
物
名
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

今
回

」
の
架
蔵
状
況
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
『
全
国
公
共
図

大
正
昭
和
初
期
山
口
県
下
の
新
聞
紙
発
行
状
況
（
戸
島
）

年
3
月
刊
行
）
に
『
全
国
マ
イ
ク

ロ
新
聞
所
蔵
一
覧
』
（
昭
和
日

年
9
月
現
在
・
国
立
国
会
図
書
館
編
）
を
加
え
た
三
目
録
を
手
懸

り
に
し
て
、
東
京
大
学
『
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
所
蔵
新
聞
目
録
』

（
昭
和
白
年
叩
月
編
）
や
『
山
口
県
立
山
口
図
書
館
郷
土
資
料
目

録
』
（
昭
和
弘
年
目
月
刊
）
を
初
め
と
す
る
県
内
主
要
図
書
館
等

の
刊
行
済
み
の
郷
土
資
料
目
録
を
参
考
に
し
た
。

ま
た
、
山
口
県
文
書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
諸
家
文
書
に
つ
い

て
は
、
す
べ
て
そ
の
目
録
に
目
を
通
し
て

い
ち
い
ち
現
物
を
点

検
し
て
遺
漏
の
な
い
こ
と
を
期
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
地
方
新
聞
紙
の
資
料
的
価
値
は
広
範
で

近
現
代
史
を
民
衆
の
視
点
か
ら
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し

て
、
貴
重
な
史
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
が

と
り
わ

け
そ
の
政
党
政
派
と
の
関
連
を
知
っ
た
上
で
、
そ
の
社
説
な
ど
の

ー斗－

／＼ 



大
正
昭
和
初
期
山
口
県
下
の
新
聞
紙
発
行
状
況
（
戸
島
）

記
事
内
容
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
け
ば

一
段
と
そ
の
利
用
価

値
は
増
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
次
に
掲
げ
る
史
料
1

i
4
は
紹
介
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
今
後
の
地
方
新
聞

の
所
在
調
査
・
収
集
活
動
に
も
有
力
な
手
懸
り
を
提
供
し
て
く
れ

る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
粗
悪
な
酸
性
紙
に
印
刷
さ
れ
た
新
聞
紙
自
体
の
崩

潰
と
、
そ
の
公
開
利
用
上
に
お
け
る
損
傷
を
最
小
限
に
喰
い
止
め

る
た
め
の
、

マ
イ
ク
ロ
撮
影
な
ど
に
よ
る
保
存
対
策
の
推
進
に
役

立
て
ば
幸
で
あ
る
。
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長 長 徳 長 報知新関門聞 新長実業聞防 防 馬毎関 関陽門山州 長ロ 門日
題

新新新 新 新新聞日新聞日 可Eコ 県
報 開聞聞 聞

内
週刊十回月 隔日 同 同 円 刊日 同朝刊タ刊日 数回発行

発

一 ｝ 五 ー ム部十万十ー 一 七 行

一千五百部 二万二千部 部千 一万部 部ハ万 一部万 二十万部 十五万部 発行部数毎平均月 新

聞

同 同同同同同同同 有 無有の証f金呆 紙

一
小野狭郡厚 小浦郡豊 徳町山都濃郡 武都阿 赤下市関 府町防佐波郡 山敷郡吉 端西町下市関 南東下関市

発
陸見~行

町田村月 萩町町間 町口 部町 所

正大十年十

姫井 藤永 属 鈴木 西川 三隅 吉富 寅秋之介田 鉄光之末 社

伊介 蔵幸 郎喜太 徳美 雄定 哲雄 寅太 助
長

月

七十

同 偏不党 同 ナシ派係党関 i憲政A高民 器家嬰尚フj政A憲五民 立中 派政友A五 派政憲,6.. 五
備

日

現在

考

明 明 員明 日月 面明 年 ／物~苛目安刃戸｝～種郵一第＝ノ、、誼A リ． ’ 44 29 1717 25 2544 

6 2 7 7 3 4 6 月 刊
9 17 ~is 25 旦is 日 日
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日 防 農 園 山防長 7 山 大 鏡新西関明聞 長 宇
本長界粋新年団青県口日 ; 口島 周部

太時新時 品聞 ヒ新新 新時

郎報報報聞 l 聞間 報報

高不＝月同同同同同同同同 三 月 五 月 週刊
面 回回

六十百八部 百部六 部一万二干 五干部 二部干 部一干 部三干 壱干部 部七干四百 部八干百 七五部干百 七二部千百

同 同 同 同同同同同同同 同 有

萩町武郡阿 小串宇部市 町山口郡敷古 上町田中下関市 伊村陸玖郡珂 徳町山濃都郡 府町防佐波郡 町山口敷吉郡 小松町大郡島 柳井町郡玖珂 宇部市 宇部市

粟屋芳亮 片計主岡 永見貞一 本治郎岡才 福信治重 差衛岡整：ヨ 杉村ー良 空秋ニ田 笹井きニ 富型差衛岡門市 石三郎阿山 宗七高良

同 証刊多同 ナシ政党係関 L刊多I同 証刊f同 同 派党ナ 花刊多岡 同 派党ナ筈釘や在題E士年立中 派政友会
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女－－：－j山H山山 日 医薬評論防長 ひ 柳 弦 防 大 下関栄報善商 関大時事新報阪i耳報 口日本 論井声長 門
子県之 き新時i 公．防 号
道 、』空県教室ロ教育 2県報は皇5ヨ 関門 新間 報 報 論 府 外

同同同同同一月間 同 同二月間葉詳月号
回 図 面

一部千 一千六百部 二四百部千 部七千 部千一 一部千 千四部百 三部千 六部百 一干二百部 部一千 三千部

同同 同同同同同同同同同有

鹿野村都濃郡 町山口敷郡吉 町山口敷吉郡 部町東南下関市 府町防佐波郡 小郡町吉敷郡 柳井町玖珂郡 町山口吉敷郡 下松町都濃郡 府町防波佐郡 岬之町下関市 端西町下市関

宮本 長会副長県教山育会口滝口山 柳 弘中 小賀須 藤田 永見 保久 衛幸右岡崎門 善長 小林下号外主任関

藤子延連 吉良農会県長口 広一 譲三 勲 鎮夫 貞一 茂一 定吉恒蔵

同 問 同 ナシ派係党関 派政友会 高乙刊多ナシ政係党関 問 同 同 瓦乙刊多同ナシ政係党関ナシ係政党関号外ハ

明
42 
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員長 鴻
防 殖防長 鳳 日 か 山 防輿長神

毛陽 長本
む 長院報児 きι 風 州

時新時民新報 新 水時育

報報論 陽聞 ろ 産報英教

同 同 同 同期E同同 同 同 同 同 同一月
回

六百部 三百部 一千部 七部百 一千二 一千五 三百部四十 部一干 百五四 一千部 七百部 一部干

部百部百 部十

同 同 同 同同 同 同 同 同 同 同有

柳井町玖珂郡 町山口吉敷郡 小郡町敷郡吉 村上関熊郡毛 校学商業等高山口 府町防佐波郡 村室西方大都家島 町山口敷郡吉 町山口敷郡吉 岩国町郡玖珂 勝村山浦郡豊 上村関都熊毛

上杉 支郎末中 函村 岩木 水田 尾崎 柳原 荒川長水組合産長県山口塩井 萩崎 村田

吉久 一馬 喜作 淳亮 馨児 助良 道隆延連 亮吉 新助 景治

（同同（同同 同（同同 同 同 同
同 ナシj党係関厩休刊多 休刊多 休多刊
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桜 警茎 校学精 郷土防長 下報関大西商 亜東 大 六 大

計 館 ょ神 手議又 連関

週震り主 教 時
報報安話p に 義新報 研究育報報

四 週刊 員歪出一雪六年 同 一月 一一月七一一四年回十五日イ数月L 隔月 同 一月

回 有
面回 回回 十四回 回

一 以 保
二千部 一千部回一 一干七一回 部五百 百 一千ー 千一コ一四 一一回 十五 一千一

上 証 部 一 一 部一
新 百部 百部 部百 部千 部百

一 聞

回 紙 同同同同同無同同同有
一

以 数

J¥ 下
新川西字部市 岬之町下市関 府長町浦郡豊 細西江町下市関 府町防佐波郡 東南部町下関市 学校商業等高山口 賀町久郡大島 彦町島浦豊郡 前豊町田下関市

四

回 鉦
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以 保

一 上 証
利平 吉音 真夫 善平太石郎 木安五 一金新
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日 府品防A 宇部目 州長 報新関門知聞 新防長実業開 長防 馬毎閉 関門日
題

新 新開日 新 新 新聞日 新聞日 干Eコす 県
報開聞 聞

庁 刊日 数回発行
下

新

一一、 一一、 一ー、 ノ、、 三三、 一二二、
部数発行

聞
ξ一二ラ一 二四プ二L ヨ九区ヨ玉 f亡コココ C四Eヨコ プ2ココL 五~ココ 五fココ ニ回E二ヨ

紙

二C二コ、 三三、 一C一コ、 二二ニ二、 フC勺コ、

本金額資 一
I I I 8コ亡8コ仁8＝コ仁8コ I 8 亡＝コ

F医乞e. 

下関市 府町防波郡佐 部宇市 萩町武郡阿 下市関 市山口 市山口 下市関 下関市
イ目発丁可

表

日百

和

磯部弥太郎 西村常三 右三郎阿山 徳鈴木美 定雄川西 郎本村菊三 吉富寅太 松原一良 鉄之助末光

社 四

年
長 ／、

名
月

係政戸関y比L 

日

無 政派友 派政友 派政友 政派民 派政民 政派友 政派民 j民政眠
現

在

明 明 萌明 明 扇明 年

S信認一翌E一創T日Ij 
44 29 2517 25 2544 

6 2 2 7 3 4 6 月

9 27 ~is 25 ぎis 日

S 山

1山口S~諸I河野i （欠）アリ図堕山口寄書山関家文図館山口香
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大正昭和初期山口県下の新聞紙発行状況

周南 萩 柳井 坐野 連 新 昭和実業新聞 毎防長 商 徳山 周長 宇
実業日田日合関 通日日部

新間 新関 新間 斬間 信 門 新間 時吋報 新開日 新間日 報時

庁 刊日

一、 一一、 一、 一一一、
CヨC玉ココ ヨ§三ココ 亡C寸コ二コ 三プE三Bて C三一」乙コ ξJコ5 ニ§ニココ 一ニヨ玉一ニ CブコL 亡4ブコ'E 二ヨE玉二g 三E弓三9 云

一＇

I gコ I 
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松原 藤助 上杉 倉田 船木 秋夏 津川 道城 林 神崎 横山 脇

政之 肇 吉久 彦虎 重光 茂 一文 議 松次郎 蔵建 直造 順太
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岩星 喧防 刊白

一萩

他 品聞 主聞 新聞

保証無金 保証金有 隔日 日U 刊日

r一ー～ー「 F一ー～ーー「

三以回下月四以上国月刊日三回以下月 四上回以月

一一、 一一一、

一二／二ー、二 二~二二ココ ζ2二コココ
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二八
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八 ｜二一七
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喜平 馬一
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日 線本業刊新報防長 部 長倫波
新太通 日 日新民日
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2て二＝二コココ ｛二二、ココ : 
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附表6

鳳 新 長 ゐ

馬報関新 ιJ誠（型話E下実報関業日 馬物価報関日

鴻 山

陽 周 な 城 口 題

長 か 県
新 日 新 新 新 下Eコ1 県
報 州、｜ 報 聞 聞 聞

内
五月二月日 日五月日 日 十回 月二月 数回発行
回 回 干リ 刊回 刊 刊 回 発

発f部数丁
1T 
新

無の有保証金： 

聞

有 有 有 有 有 有 有 紙

一
町山口敷郡吉 原朝村田敷郡吉矢 町山口吉敷郡 町山口郡吉敷 市赤間関 端西之町下市関 部町東南赤関関区 町山口敷郡吉 町山口敷郡吉 発行所
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治追

岡西川善三藤井藤淳村山田井上幸岡宗方 同河村峯太.@~ 桑田 天野 山口

発
I 力日編

行
大）
正

郎哲三一三友一 伝吉 輔文 雅 集珍堂
集

人
人

日百
和

係政y関ι 
十
年

明 明 扇明 明 明 明 明 日月
年

重三詣翌量創刊日
25 25 2523 25 25 13 10 6 

3 3 3 2 3 4 1 5 1 
月

27 8 27 27 15 7 日

片山家文書M 新雑誌明治問文庫M 
片山家文書M 河野家文書M 

喜明治新尚文庫M 

山 山
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蒲 防 周 時徳新報事山 徳 山口 萩 四 周長 （ ） 改題問罪報を西関 長 長
野 長 北 山 時方日日

報民新時 日 日
知 論 間 報 新間干ヌ間支 報 報題J主盟監目H新間H 新報州 北

二 月一月 六月六月週日 日 日 三 月 一 月
回回 回回刊刊刊刊回回

有有 有有有 有 有有
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一貞 郎太則人 吉勇 勘次 直宇一木 一介作進之唱
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報 報部ス 新知聞

日一月 二月二月
刊回 回 目
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部東南岡I下市関 宇部市 蒲里村子郡大島 野蒲村大郡島

岡村尾雄富士岡協記文化会念辺渡翁 向平田 岡平田

亀 貞 貞
一 一 一
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己昭 （昭
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務

報
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Eヨ

（
昭
和
五
十
八
年
度

概

況

松
本
隆
馬
館
長
が
三
月
三
十
一
日
付
で
退
職
、
新
た
に
山
口
土
地
改
良

事
務
所
次
長
山
下
義
雄
が
館
長
に
就
任
し
た
。
当
館
に
九
年
間
在
任
の
石

川
敦
彦
専
門
研
究
員
が
教
育
研
修
所
へ
転
任
し
、
代
っ
て
後
任
に
京
都
府

立
丹
後
郷
土
資
料
館
資
料
課
長
百
田
昌
夫
が
着
任
し
た
。
ま
た
、
在
任
八

年
の
主
任
主
事
長
谷
川
サ
チ
が
退
職
し
、
代
っ
て
視
聴
覚
セ
ン
タ
ー
主
任

主
事
福
田
静
代
が
着
任
し
た
。

年
次
計
画
に
よ
り
進
め
て
い
る
「
防
長
寺
社
由
来
」
（
当
館
所
蔵
文
書

複
刻
出
版
事
業
）
第
四
巻
・
第
五
巻
の
編
さ
ん
事
業
は
、
全
員
が
一
体
と

な
っ
て
館
務
の
大
半
を
費
す
努
力
を
傾
注
し
、
予
定
ど
お
り
に
刊
行
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
で
全
七
巻
の
う
ち
五
巻
を
出
版
し
た
こ
と
に
な
り
、

今
後
の
出
版
に
明
る
い
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
当
館
主
催

『
古
文
書
読
解
講
座
』
を
実
施
し
て
ほ
し
い
L

と
の
要
望

は
県
内
各
地
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
応
え
、
五
八
年
秋
柳
井
市

で
市
教
委
共
催
「
古
文
書
読
解
講
座
」
（
毎
週
一
回
計
六
回
）
を
開
催
し
た
。

業
務
報
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出
席
者
は
約
六

O
名
、
熱
心
な
聴
講
態
度
で
盛
会
で
あ
っ
た
。
今
後
は
地

域
性
を
考
慮
し
、
毎
年
秋
季
に
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。

当
館
は
公
立
文
書
館
と
し
て
全
国
で
最
初
に
設
立
さ
れ
た
機
関
で
あ
る

た
め
、
今
年
度
県
外
公
機
関
か
ら
の
視
察
調
査
の
た
め
の
来
訪
者
が
三

O

名
近
く
あ
っ
た
。
し
か
し
、
先
発
機
関
即
先
進
機
関
と
は
い
え
な
い
面
も

多
々
あ
り
、
当
館
と
し
て
は
自
重
・
自
戒
し
、
今
後
の
充
実
と
発
展
を
図

る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。

こ
の
外
、
本
年
度
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
以
下
各
項
に
詳
述
さ
れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

（

広

田

）

出

版
『
防
長
寺
社
由
来
』
（
全
七
巻
）
の
第
四
・
第
五
巻
の
二
冊
を
編
集
、

刊
行
し
た
。
そ
の
経
過
は
次
の
と
お
り
。

マ
編
集
会
義

4
／
7

マ
第
四
巻
（
小
郡
・
舟
木
・
吉
田
宰
判
、
五
八
四
頁
）

原
稿
筆
耕

i
日
・

l
／
幻

原
稿
成
稿

3
／

l
l
6／
6

印
刷
廻
し

5
／

M
l
6／
6

初
校
校
正
6
／
M
1
8
／お

三
坂
監
修

7
／日
l

9
／日

再
校
校
正
叩
／
3

1
ロ／
3

（
5
巻
初
校
と
併
行
）

三
校
校
正
ロ
／
日
1
ロ
／
日

製
本
配
本

1
／
口

七
九



業
務
報
告

マ
松
崎
印
刷
所
（
京
都
）
訪
問

9
／

7

マ
第
五
巻
（
美
祢

・
先
大
津

・
前
大
津
宰
判
、
四
七
九
頁
）

原
稿
筆
耕

1
／
n
l
7
／お

原
稿
成
稿
4
／
日
l
8
／日

印
刷
廻
し

7
／
7
1
8
／日

初
校
校
正

9
／
5
l
m
／
却
（
益
田
家
文
書
撮
影
で
一
時
中
断
）

三
校
監
修

9
／
u
l
H
／日

再
校
校
正
ロ
／
2
1
1
／四

三
校
校
正

1
／
日
！
1
／お

製
本
配
本

2
／

m

収

集
五
十
八
年
度
は
次
の
文
書
の
収
集
を
行
っ
た
。

川
県
庁
文
書
学
事
文
書
課
引
継
文
書

監
査
委
員
会
引
継
文
書

教
育
庁
総
務
課
引
継
文
書

週
末
収
集
文
書

年
末
収
集
文
書

ω諸
家
文
書

寄
贈
田
原
家
文
書

原
田
家
文
書

長
谷
家
文
書

内
田
家
文
書

L
r
u
u
u川

11叶
l
lj

一
二
五
点

二
二
占
…

一二
四
点

約
五

O
O点

約

一、

五
O
O点

二
点
熊
本
県
菊
池
郡
田
原
康
寿

一
点
山
口
市
白
石

原

田

梅
代

七

二

点

山

口

市

大

内

長

谷

悦

巴

一
点

山

口

市

鋳

銭

司

内

田

伸

鍛
冶
家
文
書

寄
託

静
間
家
文
書

浦

家

文

書

杢
路
子
村
文
書

/¥ 。

一
五

四

点

岩

国

市

錦

見

鍛

冶

利

吉

一
五
七
点

阿
武
郡
阿
東
町

静

間

徳

秋

六

五

点

兵
庫

県

宝

塚

市

浦

晴

夫

一
点
豊
浦
郡
豊
田
町

榎

並

正

昭

川
図
書購

入
大
日
本
近
世
史
料

寄
贈
研
究
者
や
諸
機
関
な
ど
か
ら
多
数
の
図
書
寄
贈
を
受
け
た
。

川
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム

益

田

家

文

書

七

O
巻

浦

家

文

書

一

巻

周

布

家

文

書

一

巻

川
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
写
真
焼
付
製
本

長
府
毛
利
家

文

書

二

冊

井

原

家

文

書

一

O
冊

浦

家

文

書

一

冊

周
布
家
文
書

三
冊

清
水
家

文

書

四

冊

難
波
家
文
書

一
冊

諸

家

文

書

六

冊

（
戸
島
）

調

査

川
館
員
に
よ
る
調
査
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
か
に
は
地
方
調
査
員
と

共
同
で
調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
地
方
調
査
員
か
ら



の （2） 報
一地 告

村利 石 高脇清林渡福岡二方山迫林村鍛吉小安静村を
田 岡 城 橋 木 本本氏調田田 上冶川野藤間上受

を 査家 家家家家家家家家家け
菊俊和政正 隆 幸 県 員 文文 文 文 文 文 文 文 文 文 た
雄昭雄清典素 実 光 夫 定内に 書 書書書書書書書書書 。
（（（（（（ （ （（（各 つ （ （（ （（（（（（（

大豊豊 厚 佐都熊玖玖大地 い 萩 下 豊柳岩岩田萩福柳
津浦浦狭波濃毛珂珂 島 にて市関北井国 国 万 市 栄 井
地地地地地地地地地地配 は） 市町市市市川）村市
区区 区区 区区区区区 区置、 ）） ）））町 ） ）  
）））））） ）） ） ） し 本

た 年
。度

当
初 百戸戸 小小広戸戸戸小
依田 島島 山山田島島島山
嘱
替
を
行 58 57 
い 年 年

3 3 2 1 12 11 9 8 6 6 
新 月 月 月 月月 1月月月月
規 12

月
次

業
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大
島
郡
橘
町
油
良

柳
井
市
下
馬
皿
新
国
清

玖
珂
郡
美
和
町
下
畑

熊
毛
郡
田
布
施
町
波
野

徳
山
市
代
々
木
通

防
府
市
南
松
崎

小
野
田
市
高
泊
郷

豊
浦
郡
豊
浦
町
川
棚

下
関
市
古
屋
町
二
丁
目

大
津
郡
油
谷
町
東
大
坊

樋

口

尚

樹

（

阿

武

地

区

）

萩

市

堀

内

二

区

福

永

義

晴

（

阿

武

地

区

）

阿

武

郡

川

上

村

こ
の
地
方
調
査
員
に
よ
る
文
書
調
査
は
二
五
家
（
三
、
四

O
O点
）
の

報
告
を
う
け
た
。
ま
た
、
本
年
度
の
調
査
員
会
議
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

0

・
第
お
団
地
方
調
査
員
会
議
（
同
年
5
月
四
日
）

説
明
・
実
例
「
文
書
名
の
つ
け
方

I
）

広
田

講

義

「

地

方

調

査

員

を

本

験

し

て

」

神

本

｛

し

土

屋

協

議

「

今

後

の

調

査
目
標
に
つ
い
て
」

・
第
お
団
地
方
調
査
員
会
議
（

日
年
2
月
幻
日
）

講
義

「萩
藩
と
中
国
諸
藩
の
比
較
を
め
ぐ
っ
て
」田

中

暢
久
氏

正
律
氏

貞
夫
氏

誠
二
氏

説
明
・

実
例
「
文
書
の
表
題
の
付
け
方
に
つ
い
て

H
」広

田

暢

久

氏

協
議

「今
年
度
の
調
査
概
況
・

調
査
上
の
問
題
点

・
当
面
の

調
査
目
標」

な
お
、
旧
調
査
員
に
よ
る
昭
和
五
七
年
度
の
四
O
家
（
二
、
六
O
O点）

の
報
告
を
『
山
口
県
内
所
在
史
料
目
録
第
日
集

』
と
し
て
公
刊
し
た
。

（戸
島）

整

理
本
年
度
の
整
理
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

川
藩
政
文
書

毛
利
家
文
庫
を
は
じ
め
藩
政
文
書
類
の
う
ち
、
徳
山
毛
利
家
文
庫
に
つ

)¥ 
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い
て
、
補
修
・
表
題
書
き
等
の
整
理
を
進
め
た
。
補
修
を
終
え
た
文
書
の

一
部
に
つ
い
て
は
、
仮
番
号
を
付
し
て
閲
覧
利
用
を
始
め
た
。
今
年
度
、

新
た
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
文
書
は
、
記
録
所
書
送
二
七
九
点
）
・
奉

書
録
二
五
八
点
）
・
公
儀
事
（
二

O
四
点
）
・
記
録
所
日
記
（
九
七
四

点
）
・
御
納
戸
日
記
（
六
七
点
）
類
の
一
五
八
二
点
で
あ
る
。
な
お
五
十

八
年
度
に
至
る
藩
政
文
書
類
の
整
理
状
況
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω諸
家
文
書

今
年
度
内
に
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
た
文
書
を
主
に
九
家
一

、
O
O六
点
の

整
理
を
進
め
た
。
既
存
の
文
書
の
再
整
理
も
昨
年
に
引
き
続
い
て
実
施
し
、

田
中
義

一
家
文
書
写
真
類

・
金
津
家
文
書
七
五
一
点
の
整
理
を
終
え
た
。

諸
家
文
書
は
、
再
整
理
を
必
要
と
す
る
文
書
も
若
干
存
在
す
る
が
、
表
2

の
と
お
り
、
一
応
の
整
理
を
終
っ
て
お
り
、
閲
覧
利
用
が
可
能
で
あ
る
。

ω行
政
文
書

県
庁
文
書
と
行
政
刊
行
物
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
）
の
整
理
は
、
諸
家
文

書
・
徳
山
毛
利
家
文
庫
の
整
理
を
優
先
さ
せ
た
た
め
に
進
ま
な
か
っ
た
。

以
上
の
各
文
書
は
、
温
度

二
ハ
℃
l
二
二
℃
、
湿
度
五
六
%
l
六
二
%

の
状
態
で
収
蔵
管
理
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
毛
利
敬
親
・

元
徳
の
事
蹟
編
纂
の
た
め
に
収
集
さ
れ
た
両

公
伝
史
料
の
仮
目
録
を
刊
行
し
た
。
さ
ら
に
利
用
頻
度
の
は
げ
し
い
「
御

国
廻
行
程
記
」
「
行
程
記
」
（
い
ず
れ
も
毛
利
家
文
庫
史
料
）
の
カ
ラ
1
・

モ
ノ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
マ
イ
ク
ロ
化
を
実
施
し
、
史
料
保
存
の
た
め

に
、
同
史
料
の
閲
覧
利
用
に
は
、
今
後
写
真
複
製
物
及
び
フ
ィ
ル
ム
を
使

用
す
る
予
定
で
あ
る
。

（

吉

本）

｝＼ 

藩政文書整理状況

年度 文 三Eヨ主 名 点数 整理済 未整理

県庁伝来旧藩記録 7,359 7,359 

57 山 口 小郡宰判記録 643 643 

年
両公伝編纂所史料 3,139 3,139 

度
三 卿伝編纂所史料 1,916 l、916

末

累
毛 不lj 家 文 庫 50,000 12,632 37,368 

計 徳山毛利家文庫 30,000 4,678 25,322 

計 93,057 30,367 62,690 

58 

度年
徳山毛利家文庫（追加） 1,582 - 1,582 

累 計 93,057 31,949 61,108 

表 1



諸家文書整理状況

年度 」え 三Eヨ主 名 点数 整理済 未整理

57年度末
60,894 60,894 。

累 計

静 間 家 157 157 

j甫 家 65 65 

58 杢路子村文書 1 

内 田 家 1 

田 原 家 2 2 

原 田 家 1 
年

長 Iノコi、 家 72 72 

鍛 ィ台 家 154 154 

進 藤 家 553 553 
ー晶曲－－－－ ，・，，ー－－－’－－ ・・ーーーーーーーー ，，ーー．， ． ・・・・・・・・・・ー ー・・・・ー ーー ーーーーーーーーー ，－－・・・ ・・・・・・・・ ー・．．．． ーーー

度 金 j章 家（追加） 307 307 

田中義一文書（追加） 444 444 

計 1,757 1,757 。
累 計 62,651 62,651 。

表2

業
務
報
告

閲
覧
利
用

本
年
度
の
閲
覧
利
用
の
状
況
は
表
3
・
4
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
手
紙
に
よ
る
間
合
わ
せ
は
八

O
件
、
写
真
の
被
写
件
数
は
一
一一
八

一一一
件
で
、
共
に
例
年
に
な
く
多
数
の
件
数
で
あ
っ
た
。

柳
井
市
古
文
書
講
座

昭
和
五
八
年
一
一
月
か
ら
一

二
月
に
か
け
て
、
柳
井
市
教
委
と
当
館
の

共
催
に
よ
る
古
文
書
読
解
講
座
を
開
催
し
た
。
古
文
書
読
解
に
対
す
る
柳

井
市
民
の
意
識
は
高
く
、
受
講
希
望
者
は
八

O
名
に
達
し
た
。
教
室
な
ど

の
関
係
に
よ
り
受
講
者
を
六

O
余
名
に
制
限
し
た
が
、
受
講
者
は
皆
熱
心

で
ほ
と
ん
ど
落
伍
者
を
み
な
か
っ
た
。

こ
の
講
座
を
契
機
と
し
て
、

柳
井
市
古
文
書
読
解
グ
ル
ー
プ
が
誕
生
し

た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。
な
お
、
各
講
座
の
テ
ー
マ
お
よ
び
担
当
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

日／
l

近
世
文
書
の
基
礎
用
字

・
用
語

口
／
7

変
体
仮
名
の
読
み
方

日
／

お

郡

中

制

法

条

々

ロ／
l

往
還
道
松
条
々

ロ／
5

防
長
寺
社
由
来

ロ
／日

明
治
顕
官
の
書
状

広 百戸吉 北小
田田 島本 川山

公 暢昌一良
巴久夫昭雄健昌

｝＼ 



業
務
報
告

閲覧者の状況

閲 覧 者 県内 県外 メ「1〉、 計 よと ニF
農業・林業・水産 21 。 21 1. 5 

鉱業・建設・製造 26 13 39 2.9 

商業・金融・通運 31 12 43 3.2 

大 字 91 69 160 11. 7 

教 員 小・中・高校 79 12 91 6.7 

そ の 他 4 。 4 0.3 
刀ととて， 教 8 。 8 0.6 

報 道 出 版 15 9 24 1.8 

その他のサービス機関 6 4 10 0.7 

国 8 3 11 0.8 

公務員 県 188 24 212 15.5 

市 問I ネす 121 37 158 11.6 

研究所 ・学術文化団体 18 13 31 2.3 

字 生
大 子与 院 4 31 35 2.6 

大学・その他 173 66 239 17.5 

そ の イ也 259 19 278 20.4 

総 妻女 1,052 312 1,364 100.1 

表3

J¥ 
四

閲覧文書の状況

閲覧文書 点数 比 率

毛 手リ 家 文 庫 5,568 41.3 
徳 山毛利家文庫 515 3.8 
県 庁旧藩記録 2,109 15.7 
山口小郡宰判記録 1 0.0 

一 gep 伝 史 料 114 0.8 一
両 公 イ云 史 料 497 3.7 
県 庁 文 書 1,753 13.0 
郡 役 所 文 三Eヨ主 93 0.7 
2者 家 文 三巨ヨ主 1,874 13.9 
県史編纂所史料 174 1. 3 
一般郷土史料 102 0.8 
貴 重 文 書 123 0.9 
写 真 21 0.2 
軸 物 9 0.1 
図 三居住ヨ 363 2.7 
そ の 他 158 1.2 

数 13,474 100.1 

表 4



表 5 研究紀要の刊行状況

号 数 発 行 判型 頁数 研 司:if_ 史料紹介 幸R 主Eヒコ

第 1号 日百和 47.3. 1 A5判 130頁 2本（ 88頁） l本 （22頁） 2本 (20頁）
。2// 。 48.3.20 イシ 164ク 3 // (108ク） 1 // ( 40 // ) 2ク (16 //) 

。3// 。 49.3.20 ク 118ク 3ク（ 66ク） 2 // ( 38ク） Z ゥ (14 // ) 

。4// イン 50.3. 1 。 82ク 3ク（ 58ク） 1ク（ 18ク） 1ク ( 6ク）

ク5// 。 53.3.20 ，， 141 // 4 // ( 84ク） 2ク（ 50 //) 1 // ( 7 // ) 

ク6ク ’， 54.3.20 。 115ク 4ク（106ク） Z ゥ ( 9 // ) 

。7/,, ’， 55.3.30 ，， 143ク 4ク (106ク） 2 // ( 32ク） 1ク ( 5ク）

ク8// ’， 56.3.20 ，， 119ク 5 // ( 88ク） 1 // ( 26ク） 1ク ( 5ク）

。9/,, ’， 57.3.31 。 90 // 3ク（ 58ク） 2ク（ 26ク） 1 // ( 6ク）

ク10,,,, ’F 58.3.31 。 76ク 3ク（ 52 // ) 2ク（ 20 //) 1 // ( 4 // ) 

小 計 （。47～58) ’， 1178ク 34 // (814ク） 14ク （272//) 14 // ( 92 // ) 

第 11号 。 59.3.31 ’， 102 // 2 // ( 38 // ) 3ク（ 56 // ) 1ク ( 8 //) 

累計 (,,,, 47～59) ’P 1280ク 36ク （852ク） 17ク （328// ) 15 // (100 //) 

表 6 掲載論稿の動向

号数 第 1号 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 第11号 累計

古 代 { 1 （研究）介
3 { ~ 1 { 6 中世 2 1 （史料紹 ） 

近世 1 { ~ 3 n 
近代 0 { ~ 1 { 6 
合計

{ 2 （研究）
3 1 （史料紹介） 4 {r 5 { ~ 14 17 

耕総辞-±JD く同



業
務
報
告

調
査
研
究

本
年
度
の
調
査
研
究
実
績
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〈
共
同
研
究
〉

防
長
寺
社
文
書
の
研
究

〈
個
人
研
究
〉

広
田
暢
久
山
口
県
文
書
館
と
郷
土
資
料
（
図
書
館
学
位
）
（
お
・

3
）

萩
市
史
第
一
巻
（
分
担
執
筆
）
（
幻
・

6
）

文
書
館
と
図
書
館
（
図
書
館
雑
誌
打
｜
9
）
（
お
・

9
）

長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の
三
）
（
山
口
県
文
書
館
研
究

紀
要
日
）
（
制
・

3
）

新
撰
組
と
茶
茎
隊
と
維
新
団
（
部
落
姉
）
（
幻
・

8
）

ま
ぼ
ろ
し
の
萩
湊
（
瀬
戸
内
社
会
の
形
成
と
展
開
）
（
お
・
日
）

大
和
町
史
（
分
担
執
筆
）
（
お
・
叩
）

山
口
県
「
忠
孝
節
義
L

褒
賞
の
特
質
と
実
態
（
山
口
県
文

書
館
研
究
紀
要
日
）
（
制
・

3
）

日
置
町
史
（
分
担
執
筆
）
（
お
・

3
）

萩
市
史
第
一
巻
（
分
担
執
筆
）
（
幻
・

6
）

大
内
義
弘
の
紀
伊
国
守
護
職
関
係
文
書
（
山
口
県
地
方
史

研
究
印
）
（

m－

m）

東
寺
百
合
文
書
に
お
け
る
防
長
関
係
史
料
（
山
口
県
文
書

館
研
究
紀
要
日
）
（
制
・

3
）

西
大
寺
文
書
と
丹
後
国
志
楽
庄
に
つ
い
て
（
舞
鶴
市
史
編

さ
ん
だ
よ
り
川
）
（
倒
・

3
）

北
JII 

健

小
山
良
昌

百
田
昌
夫

八
六

日
置
町
史
（
分
担
執
筆
）
（
お
・

3
）

〔
山
口
県
立
大
津
高
等
学
校
〕
創
立
八
十
年
の
あ
ゆ
み
（
分

担
執
筆
）
（
幻
・
日
）

大
正
昭
和
初
期
山
口
県
下
の
新
聞
紙
発
行
状
況
（
山
口
県

文
書
館
研
究
紀
要
日
）
（

M
・
3
）

宇
部
旧
領
主
福
原
芳
山
と
殖
産
興
業
｜
宇
部
炭
鉱
会
社
関

係
史
料
の
紹
介
口
｜
（
宇
部
地
方
史
研
究
ロ
）
（
制
・

3
）

日
置
町
史

（分
担
執
筆
）
（
お
・

3
）

山
口
県
文
書
館
架
蔵
統
計
史
料
目
録
（
山
口
県
文
書
館
研

究
紀
要
日
）
（
剖
・

3
）

な
お
、
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
第
日
号
』
を
公
刊
し
た
。
従
来
の

刊
行
状
況
と
掲
載
論
稿
の
動
向
は
表
5
・
6
の
と
お
り
で
あ
る
。（

百
田
）

戸
島

日力ロ

吉
本
一
雄



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

学校幼稚園書籍館博物館 明治14年 明治15年12月刊 布達類 317 

一覧表

明治12年9月刊 国県 172 

農務統計図表

明治16年6月 農務局 国県 174 

第三次農務統計表

農事調査表巻ノー 明治21年調査 農商務省農務局 国県 171 

第一課

明治16年11月刊行 明5～14年統計 内務省統計課 国県 163 

内務省統計書上巻

衛生局第六次年報 自明治13年7月 国県 164 

至明治14年6月

明治14年都市生死婚姻統計表 明治16年11月刊 国県 165 

衛生局

明治15年都市生死婚姻統計表 明治17年7月刊 国県 165 

衛生局

明治16年自 1月至 6月 明治18年 1月刊 国県 165 

都市生死婚姻統計表 衛生局

明治16年白 7月至12月 明治19年3月刊 国県 165 

都市生死婚姻統計書 衛生局

(16) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

文部省第三年報 明治 8年 布達類 291 

文部省第三年報（附録） 明治 8年 布達類 292 

293 

文部省第四年報 明治 9年 布達類 294 

295 

文部省第五年報第一冊 明治10年 布達類 296 

文部省第五年報第二冊 明治10年 布達類 297 

文部省第六年報 明治11年 布達類 298 

国県 136 

文部省第七年報 明治12年 布達類 299 

国県 137 

文部省第八年報 明治13年 明治15年 6月刊 布達類 299 

国県 138 

文部省第八年報 明治13年 明治15年 6月刊 布達類 300 

文部省第九年報 明治14年 明治16年 9月刊 布達類 301 

国県 139 

文部省第十年報 明治15年 明治17年 7月刊 布達類 302 

国県 140 

文部省第十一年報 明治16年 布達類 303 

国県 141 

文部省第十二年報 明治17年 明治19年 4月刊 布達類 304 

文部省第十三年報 明治18年 明治19年12月刊 布達類 305 

文部省第十四年報 明治19年 明治20年12月刊 布達類 306 

文部省第十五年報 明治20年 明治21年12月刊 布達類 306 

文部省第十六年報 明治21年分 明治22年12月刊 布達類 306 

文部省第十七年報 明治22年分 明治23年12月刊 布達類 306 

大日本帝国文部省第十八年報 明治23年分 明治24年12月刊 布達類307-1

国県 143 

大日本帝国文部省第十九年報 明治24年分 明治26年 1月刊 布達類307-1

国県 143 

大日本帝国文部省第二十年報 明治25年分 明治26年12月刊 布達類307-1

(15) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

大正13年産業組合概況 大正15年2月刊 国県 485 

大正14年産業組合概況 昭和 2年2月刊 国県 486 

昭和元年産業組合概況 昭和 2年12月刊 国県 487 

昭和 2年産業組合概況 昭和 3年12月刊 国県 488 

昭和 3年産業組合概況－ 昭和 4年12月刊 605・YOO

付農業倉庫概況

昭和 4年産業組合概況 昭和 5年10月刊 国県 489 

昭和 5年産業組合概況 山口県内務部 国県 490 

昭和 6年産業組合概況 山口県内務部 国県 491 

（気象・警察・衛生統計）

明治43年山口県気象年報 明治44年12月刊 村上 48 

第14号 山口県下関測候

所

二十五年間山口県気象ー班 自明治24年至大 大正 6年 5月刊 米光 42 

正4年 下関測候所

大正五年山口県気象年報 大正 6年9月刊 米光 43 

第20号 下関測候所

明治27年山口県警察統計書 明治28年11月刊 上村 366 

山口県警察部

明治30年山口県警察統計書 明治31年8月刊 国県 481 

山口県警察部

保健衛生調査要項 主に大正 4-6 山口県 米光 66 

年統計

（全国統計一参考）

文部省第一年報 明治 6年 明治 8年 1月刊 布達類 287 

文部省第二年報 明治 7年 布達類 288 

文部省第二年報統計表 明治 7年 布達類 289 

290 

(14) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

大正 3年 1月生産調査

大正4年

山口県米麦繭統計

大正4年度

蚕業取締事務成績－

付蚕糸業統計

大正 6年

山口県米麦繭統計

大正 5年12月16日

厚狭郡副業調査

農家経済調査書

農家経済調査書

仙崎町水産概要

大正4年山口県産業組合概況

大正 5年山口県産業組合概況

大正 6年産業組合概況

大正7年産業組合概況

大正8年産業組合概況一

付農業倉庫成績

大正 9年産業組合概況

米光 51 

大正 5年4月刊 米光 52 

内務部地方課

大正 5年3月刊 米光 41 

山口県蚕業取締

所

大正 7年 6月刊 米光 53 

内務部地方課

大正 6年 1月刊 国県 526 

大正12～14年度 大正15年12月刊 611・YOO
調査、県内11カ

所の調査

国県 524 

昭和 4年統計 仙崎町役場干lj 660・Y81

大正 6年3月刊 国県 483 

山口県内務部

大正 7年1月刊 国県 482 

山口県内務部

大正 7年刊 605・YOO

山口県内務部

大正 8年 3月刊 605・YOO

大正 9年3月干iJ 605・YOO

大正11年 3月干lj 605・YOO

p
h
u
 

q
t
u
 

ph
u
 

県国刊

郡
月

津
3
大

年

合
口

組

正

業

会

大

産

部

現月つム年ハU正大

在

覧兄状業事ふ
口組業産郡津大

大正12年産業組合概況 大正14年 2月刊 国県 484 

山口県内務部

(13) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

山口県第16回勧業年報 明治32年統計 明治34年 4月刊 片山 140 

内務部

山口県第17回勧業年報 明治33年統計 明治35年 3月刊 片山 141 

山口県第18回勧業年報 明治34年統計 明治36年 4月刊 片山 142 

山口県第19回勧業年報 明治35年統計 明治37年 6月刊 片山 143 

内務部

山口県第20回勧業年報 明治36年統計 明治38年 6月刊 片山 144 

明治 9年分山口県物産表 明治10年10月刊 勝間田 613 

明治11年

山口県普通特有農産表 明治12年11月刊 国県 521 

山口県勧業課

明治11年

山口県普通特有農産表 明治12年11月刊 布達類 400 

明治12年

普通農産表 山口県勧業課 布達類ク

明治13年

県内農産表 明治14年 6月刊 布達類ク

山口県勧業課

明治14年

県内農産表 明治15年 5月刊 布達類タ

山口県勧業課

明治14年

特有農産表 山口県勧業課 布達類タ

明治15年

県内農産表 明治16年 6月刊 布達類タ

山口県勧業課

山口県農事調査表 明治24年12月刊 国県 602 

山口県内務部第

二課

山口県農事調査表 明治24年12月刊 布達類 399 

山口県重要物産累年比較表 明治36年統計 総務 558 

大正 3年 1月生産調査 山口県 国県 522 

。2)



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

（学事統計）

山口県学事第一年報 明治 6年一16年 布達類 397 

山口県学事第二年報 明治17年 ’， イシ

山口県学事第三年報 明治18年 明治18年12月刊 。 。

山口県学事第四年報 明治19年 明治20年 1月刊 ’， ク

山口県学事第六年報 明治21年 明治26年 9月刊 ’， タ

山口県内務部第

三課

山口県学事第七年報 明治22年 明治26年 5月刊 4シ 。

山口県学事第八年報 明治23年 明治26年12月刊 。 。
内務部第三課

山口県学事第九年報 明治24年 明治27年 5月刊 ’， 4シ

山口県学事年報 明治35年度 明治37年 5月刊 片山 146 

山口県学事年報 明治36年度 明治38年12月刊 ’， 147 

山口県学事年報 明治43年度 明治45年 6月刊 村上 49 

山口県学事年報 明治43年度 明治45年 6月刊 明城 477 

山口県学事年報 明治44年度 大正 2年 5月刊 明城 478 

山口県学事年報 明治44年度 4シ 村上 50 

（産業統計）

山口県第 2回勧業年報 明治20年 3月刊 上村 358 

山口県第一部第

二課

山口県第10回勧業年報 明治26年統計 明治28年 2月刊 上村 368 

内務部第三課

山口県第11回勧業年報 明治27年統計 明治29年 1月刊 上村 359 

内務部第五課

山口県第12回勧業年報 明治28年分 明治30年4月刊 勝間田 615 

山口県第13回勧業年報 明治29年分 明治31年4月刊 勝間田 616 

山口県第14回勧業年報 明治30年分 明治32年4月刊 勝間田 617 

(11) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

山口県阿武見島郡治一覧表 明治15年 1月調 総務 567 

査

山口県阿武見島郡治一覧 明治16年調査 明城 230 

山口県阿武見島郡治一覧表 明治16～ 17年統 明治18年 3月刊 総務 567 

計 阿武見島郡役所

明治17年調査

山口県阿武見島郡治一覧表 4シ イシ 351・Y90

最近に於ける阿武郡の産業 大正14年 3月 350・Y90

大正12年萩町勢ー班 大正12年 大正14年 3月刊 351 ・ Y91 

萩町役場

大正13年萩町勢一班 大正13年 大正15年 5月刊 351 ・ Y91 

萩町役場

昭和 5年萩町勢要覧 昭和 5年12月調 351 ・ Y 91 

大正14年見島村治一班 第26回 昭和 2年 1月刊 351・Y91

見島村役場

昭和 5年見島村治一班 第29回 昭和 6年 7月刊 明城 231 

山口県阿武郡明木村村治提要 大正 6年 明城 234 

山口県阿武郡明木村村治提要 大正 7年 明城 235 

山口県阿武郡明木村治提要 大正 8年 明城 236 

山口県阿武郡明木村治提要 大正10年 明城 237 

山口県阿武郡明木村々治提要 大正11年 明城 238 

山口県阿武郡明木村々治提要 昭和 3年10月刊 明城 240 

山口県阿武郡明木村々治提要 昭和 4年 9月刊 明城 239 

昭和 6年明木村勢要覧 明城 241 

山口県阿武郡川上村勢一覧表 昭和 9年11月現 明城 245 

在

昭和 7年生雲村勢一覧 昭和 7年 明城 248 

昭和 8年生雲村勢一覧 明城 248 

(10) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

山口県美祢郡統計表 明治21年統計 美祢郡役所 総務 565 

大正12年大田町勢要覧 主に大正11年統 大正12年10月刊 351 ・ Y 67 

計 大田町役場

昭和14年大田町勢要覧 昭和13年統計 昭和14年 3月刊 351 ・ Y67 

大田町役場

山口県赤間関区治一覧表 明治13・14年統 明治14年 8月刊 総務 568 

計

昭和 7年長府町勢要覧 昭和 4～ 6年統 勝間田 128 

計

大正15年豊浦郡豊東村勢概覧 大正14年統計 351 ・ Y72 

豊田下村勢一覧表 昭和 7年 4月刊 勝間田 129 

山口県豊浦郡豊田下村勢一覧 昭和13年 351 ・ Y75 

豊浦郡岡枝村勢要覧 昭和 6年統計 昭和 7年 4月刊 勝間田 130 

山口県長門国大津郡治一覧表 明治12・13年統 総務 566 

計

山口県大津郡治一覧表 明治22年 9月調 大津郡役所 総務 566 

査

郡治概況 大津郡役所（和 国県 540 

大津郡大正 5・6年度 綴）

山口県大津郡治ー班 大正10年 9月刊 国県 541 

大正11年 4月大津郡治概要 大正11年 4月刊 国県 542 

大正12年深川村勢要覧 大正12年統計 351 ・ Y81 

昭和 7年深川町勢要覧 昭和 6年12月統 351・Y81

百十

昭和 3年日置村勢要覧 昭和 3年12月刊 351 ・ Y 83 

日置村役場

昭和 4年日置村勢要覧 昭和 2～ 4年統 昭和 4年 9月刊 351・Y83

計

田耕村勢要覧 昭和 7年11月調 田耕村役場 明城 250 

阿川村勢概覧（孔版） 昭和 3年刊 351 ・ Y75 

(9) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

吉敷郡是附録各町村累年生産 明治44年統計 米光 85 

額

山口県吉敷郡勢要覧 大正10年統計 351 ・ Y50 

山口市勢要覧昭和12年版 昭和12年 9月刊 351 ・ Y 51 

山口市役所

山口市勢要覧昭和13年版 昭和13年 9月刊 351 ・ Y 51 

山口市役所

山口市勢要覧昭和15年版 昭和15年10月刊 351 ・ Y 51 

昭和 8年仁保村勢要覧 昭和 8年統計 昭和 9年 4月刊 明城 242 

仁保村役場

大正五年・十年村統計 （大道村）庶務係 内田 333 

（原本）

大道村況一班 大正 7年統計 内田 343 

大道村統計 昭和 7年統計 庶務係（原本） 内田 335 

吉敷郡大道村勢要覧 昭和14年 1月統 内田 344 

計

山口県厚狭郡治一覧表 明治12・13年統 総務 564 

計

山口県長門国厚狭郡治一覧表 明治13・14年統 明治14年10月刊 総務 564 

計

山口県長門国厚狭郡治一覧表 明治17年 1月調 明治17年 8月刊 総務 564 

査

山口県厚狭郡治一覧表 明治22年統計 明治23年 7月刊 総務 564 

山口県厚狭郡勢一班 大正 3年 1月刊 明城 264 

宇部市勢一班大正12年 351 ・ Y 61 

小野田町勢一班 昭和 9年 4月刊 勝間田 131 

小野田町役場

昭和10年小野田町政概要 昭和 9年統計 小野田町役場 351・Y62

昭和10年小野田町政概要 4ン ィシ 明城 265 

山口県美祢郡治一覧表 明治17年 1月調 明治17年 1月刊 総務 565 

査

(8) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

山口県玖珂郡岩国町治一覧 昭和 3年 4月統 岩国町 351 ・ Yl6 

計

山口県玖珂郡岩国町治一覧 昭和10年 4月統 明城 243 

言十

昭和 3年山口県玖珂郡 351・Y25

玖珂町勢一班

昭和 2年度山口県玖珂郡 351 ・ Y26 

高森町勢一班

山口県都濃郡治一覧表 明治13年統計 総務 561 

山口県都濃郡治一覧表 明治17年 6月統 総務 561 

計

山口県都濃郡戸田村村勢ー班 大正 3年 6月調 山田 93 

査（孔版）

都濃郡戸田村村勢一班 大正 4年 6月刊 山田 100 

山口県佐渡郡統計表 明治23年 1月統 佐渡郡役所 総務 562 

計

防府町図・付町勢一覧 昭和元・ 2年統 防府町 351 ・ Y 46 

計

防府町勢要覧 昭和元年統計 昭和 3年 4月刊 351・Y46

防府町役場

佐波郡中関町治一覧 昭和 2年調 351 ・ Y 46 

中関町勢要覧 大正 5～14年統 昭和 3年11月刊 351・Y46

計 中関町役場

山口県周防国吉敷郡治一覧表 明治13年統計 明治15年10月刊 総務 563 

吉敷郡役所

吉敷郡勢 明治43年統計 米光 80 

郡是制定調査材料一財政経 明治35～大正 2 米光 83 

済・社寺・感化・救済・名所 年統計

旧跡の部

郡是制定調査材料一勧業・交 明治35～大正 2 米光 84 

通・治水ノ部 年、主に大正

元・ 2年統計

(7) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

昭和 5年

山口県統計書 第三編（産業） 昭和 6年12月刊 明城 428 

昭和 6年

山口県統計書 第二編（学事） 昭和 8年 2月刊 351・YOO

知事官房

昭和 6年

山口県統計書 第三編（産業） 昭和 7年12月刊 明城 429 

昭和 7年

山口県統計書 第一編（土地人 昭和 9年 2月刊 351 ・ YOO 

口其他）

昭和 7年

山口県統計書 第二編 （学事） 昭和 9年 3月刊 351・y00 

知事官房

昭和 7年

山口県統計書 第三編（産業） 昭和 9年 3月刊 351 ・ YOO 

昭和10年

山口県統計書 第四編（警察衛 昭和11年11月刊 351 ・ YOO 

生） 総務部統計課

昭和11年

山口県統計書 第二編（学事） 昭和12年 3月刊 351・y00 

総務部統計課

昭和12年

山口県統計書 第二編（学事） 昭和13年 3月刊 351 ・ YOO 

（郡 ・市町村統計）

山口県大島郡治一覧表 明治14・13年統 明治14年 4月刊 総務 559 

計

山口県大島郡治一覧表 明治18年 1月統 明治18年10月刊 総務 559 

計 大島郡役所

大正13年久賀町治一覧 大正13年統計 351・Yl3

山口県玖珂郡治一覧表 明治15年統計 明治16年11月刊 総務 560 

玖珂郡役所

(6) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

大正 5年

山口県統計書 第二編（学事） 大正 7年10月刊 明城 414 

大正 5年

山口県統計書 第二編（学事） イシ 米光 65 

大正 5年

山口県統計書 第三編（産業） 大正 7年12月刊 明城 426 

大正 5年

山口県統計書 第四編（警察衛 大正 8年 3月刊 明城 424 

生）

大正 6年

山口県統計書 第一編（土地戸 大正 8年 7月刊 明城 421 

口其他）

大正 8年

山口県統計書 第一編（土地戸 大正10年 6月刊 明城 422 

口其他）

大正 8年

山口県統計書 第二編（学事） 大正10年 6月刊 明城 415 

大正8年

山口県統計書 第四編（警察衛 大正10年11月刊 明城 425 

生）

大正13年

山口県統計書 第一編（土地戸 昭和 2年 3月刊 明城 423 

口其他）

大正13年

山口県統計書 第二編（学事） 大正15年 6月刊 明城 416 

大正13年

山口県統計書 第三編（産業） 大正15年 5月刊 明城 427 

昭和 5年

山口県統計書 第一編（土地人 昭和 7年 3月刊 351・y00 

口其他） 山口県知事官房

統計課

昭和 5年

山口県統計書 第二編（学事） 昭和 7年 3月刊 351 ・ YOO 

(5) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

大正 2年

山口県統計書 第四編 （警察及 大正4年 9月刊 村上 13 

衛生）

大正 2年

山口県統計書 第四編 （警察及 大正4年 9月刊 米光 58 

衛生）

大正 3年

山口県統計書 第一編 （土地戸 大正 5年 6月刊 米光 59 

口其他）

大正 3年

山口県統計書 第一編 イシ 明城 418 

大正 3年

山口県統計書 第二編（学事） 大正 5年 7月刊 明城 412 

大正 3年

山口県統計書 第二編 （学事） /,, 米光 60 

大正 3年

山口県統計書 第三編（勧業） 大正 5年 3月刊 米光 61 

大正 3年

山口県統計書 第四編（警察及 大正 5年 7月刊 米光 62 

衛生）

大正4年

山口県統計書 第一編（土地戸 大正 6年11月刊 明城 419 

口其他）

大正4年

山口県統計書 第二編 （学事） 大正 6年12月刊 明城 413 

大正4年

山口県統計書 第二編（学事） ，， 
米光 63 

大正4年

山口県統計書 第三編 （産業） 大正 6年 6月刊 米光 64 

大正 5年

山口県統計書 第一編（土地戸 大正 7年 8月刊 明城 420 

口其他）

(4) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

昭和10年山口県勢一班 昭和12年 7月刊 明城 217 

昭和10年山口県勢ー班 昭和12年 7月刊 351・YOO

山口県総務部統

計課

山口県県勢一覧 昭和10年版 昭和10年 5月刊 350・y00 

昭和11年山口県勢一班 昭和13年 8月刊 明城 218 

山口県県勢一覧 昭和11年版 350・y00 

昭和12年山口県勢一班 昭和13年12月刊 明城 219 

昭和13年山口県勢一班 昭和14年12月刊 明城 220 

明治45年大正元年

山口県統計書 第一編（土地戸 大正 3年 5月刊 村上 11 

口其他） 山口県内務部

明治45年大正元年

山口県統計書 第二編（学事） 大正 3年 5月刊 明城 410 

明治45年大正元年

山口県統計書 第三編（勧業） 大正 3年 1月刊 米光 54 

明治45年大正元年

山口県統計書 第三編（勧業） 4ン 村上 10 

大正 2年

山口県統計書 第一編（土地戸 大正 4年 2月刊 明城 417 

口其他）

大正 2年

山口県統計書 第一編 ぞF 米光 55 

大正 2年

山口県統計書 第二編（学事） 大正 4年 5月刊 村上 12 

大正 2年

山口県統計書 第二編（学事） ク 明城 411 

大正 2年

山口県統計書 第二編（学事） ゐ 米光 56 

大正 2年

山口県統計書 第三編（勧業） 大正 3年12月刊 米光 57 

(3) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

山口県治一覧表 明治14年統計 明治17年 1月刊 総務 524 

山口県第一回統計表（複） 明治15年統計 明治18年 4月刊 総務 525 

山口県第二回統計表（複） 明治16年 明治18年 8月刊 総務 526 

山口県第三回統計書（複） 明治22年統計 明治24年 5月刊 総務 527 

内務部第一課記

録掛

山口県治－班 明治28年統計 明治30年 9月刊 明城 208 

山口県知事官房

山口県治一班 明治31・32統計 明治33年11月刊 片山 129 

山口県治ー班 明治34年統計 明治35年12月刊 片山 130 

明治43年山口県治ー班 第14回 明治44年12月刊 村上 4 

山口県政要覧 明治43・44統計 明治44年11月刊 明城 201 

山口県政要覧 /,, dシ 勝間田 135 

明治44年山口県治一班 第15回 大正元年12月刊 村上 5 

山口県庁

明治45年大正元年 大正 2年12月刊 明城 209 

山口県勢一班

大正 3年山口県勢一班 大正 4年12月刊 明城 210 

大正 5年山口県勢一班 大正 7年 1月刊 明城 211 

大正14年山口県勢一班 昭和 2年 2月刊 350・

知事官房統計係

大正15年・昭和元年 昭和 3年 3月刊 明城 212 

山口県勢ー班

昭和 3年山口県勢一班 昭和 5年 3月刊 明城 213 

昭和 4年山口県勢ー班 昭和 6年 3月刊 明城 214 

山口県勢一覧 昭和 4年 4月刊 明城 203 

昭和 5年山口県勢一班 昭和 7年 3月刊 明城 215 

昭和 7年山口県勢一班 昭和 9年 3月刊 明城 216 

山口県県勢一覧 昭和 7年統計 昭和 9年 5月刊 350・y00 

山口県知事官房

(2) 



山口県文書館架蔵統計史料目録（吉本）

〈史料紹介〉

山口県文書館架蔵統計史料目録

吉本 一 雄

明治以来、県内で刊行された統計書のうち、県立図書館・県企画部統計

課架蔵の資料については、「山口図書館郷土資料目録」および「統計資料

目録 1巻」に収録されている。

当館にも、戦前県庁文書・諸家文書および刊本中に若干の統計書が架蔵

されており 、今回、昭和20年以前に刊行された統計書を対象に目録化を試

みた。

なお、編集にあたり次の点に留意した。

1. 目録には、史料名、内容（統計調査対象年）、発行年月・発行所、請

求記号（史料請求番号）を付した。

2. 請求記号は、戦前県庁文書総務＝総務、明治政府布達類＝布達類、国

県行政史料＝国県、諸家文書類を勝間田00番等とし、刊本類は当館刊

本分類記号によった。

3. 参考史料として、明治政府布達類・国県行政史料のなかから全国統計

書を付け加えた。

（県要覧・県統計）

史 料 名

山口県治一覧表

山口県治一覧概表（稿本）

山口県治一覧表

山口県治一覧表

山口県治一覧表

内 廿＂＂＇’ 

明治 9年 1月調

明治 9年 6月調

明治11年統計

明治13年統計

4’ 

(1) 

発行年月 請求記号

総務 521 

総務 521-1 

明治12年10月刊 総務 522 

明治14年12月刊 勝間田 134 

イシ 総務 523 
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